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編集にあたって 

 

 この論文集は大阪大学法学部国際公共政策学科の山内直人ゼミナールに所属する 2回生

3 回生、4回生総勢 10人のメンバーが 2018年度のゼミナール活動の一環として作成した 3

編の論文を編集して収録したものです。掲載している論文はすべて、日ごろ新聞やテレビ

などで目にする社会問題の中で、学生自らが興味を持ったものを扱っています。興味のあ

る社会問題に対してその現状を調査し、問題意識を持ち、計量経済学という視点から分

析、考察を行い問題の解決に向けた政策を提言しています。各論文とも未熟な点が多く残

ってはいますが、学生という若く自由な立場から行った政策提言が、実際に政策を行う国

や地方自治体などに影響を与え、よりよい社会の創造に少しでも寄与できるものであれば

と期待しています。 

 また、論文はいずれも ISFJ日本政策学生会議、WEST論文研究発表会の両方に提出し発

表致しました。結果、ISFJ 日本政策学生会議においては分科会賞 2本を、WEST 論文研究

発表会においては優秀発表賞 2本、現状分析賞 1本、分科会賞 3本を受賞することができ

ました。 
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第 1章 

ギャンブル依存症者の特性と対策の在り方1

～カジノ解禁に備えて～ 

 

吉田早希 

上原光太郎 

前嶌大輝 

Delgersaikhan Erdembileg 
 

要旨 

 

本稿の目的は有効なギャンブル依存症対策を提言することにより、日本のギャンブル依存症有病率を低

下させることである。現存するパチンコ・パチスロと公営競技に加えて、近い将来のカジノ解禁も考慮し

つつ、包括的なギャンブル依存症対策を提言する。  

ギャンブル依存症とは「日常生活に深刻な影響が出ているにもかかわらず、自分の意志でギャンブルを

やりたいという衝動を抑えられなくなる慢性の病気」である。借金、孤立、犯罪、自殺など様々な問題を

引き起こす。日本のギャンブル依存症有病率は世界各国と比較しても突出して高く、ギャンブル依存症は

日本の深刻な社会問題となっている。 そこで有効なギャンブル依存症対策を講じるための第一歩とし

て、ギャンブル依存症に陥りやすい人及び陥りにくい人に共通する特徴を明らかにする。先行研究として

ギャンブル依存症者の個人特性について分析したものがある。しかしこれらの先行研究では、ギャンブル

依存症者を取り巻く環境要因のギャンブル依存症への影響について明らかにしていない。そこで本稿の新

規性として、ギャンブル依存症者本人の個人特性に加えて、彼らを取り巻く環境要因についても分析す

る。分析の結果、環境要因はギャンブル依存症の誘発及び防止に有意な影響を与えていることが分かっ

た。 以上の現状分析と実証分析の結果を踏まえ、本稿では以下の４つの政策提言を行う。

                                                      
1 本報告書の執筆にあたり、山内直人教授（大阪大学）、足立泰美准教授（甲南大学）、塩谷雅弘准教授（金沢大学）、中

村周史准教授（中央大学）をはじめ多くの方々から有益かつ熱心なコメントを頂戴した。分析にあたり、東京大学社会
科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブから「日本版 General Social Surveys 
<JGSS-2010>」（大阪商業大学 JGSS研究センター）の個票データの提供を受けた。しかしながら、本報告書にあり得る誤

り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 

https://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/Direct/gaiyo.php?eid=0850
https://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/Direct/gaiyo.php?eid=0850
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Ⅰ はじめに 

 

2018年7月に「特定複合観光施設区域整備法」（以下IR実施法）

が成立し、2025年前後には日本でカジノが解禁される見通しである。

これによりギャンブル依存症問題が注目されている。 

ギャンブル依存症とは「日常生活に深刻な影響が出ているにもか

かわらず、自分の意志でギャンブルをやりたいという衝動を抑えら

れなくなる慢性の病気」である。ギャンブル依存症は本人の日常に

問題を生じさせるだけでなく、その家族にも深刻な影響を及ぼす。 

日本には既にパチンコ・パチスロや公営競技を始めとする多様な

ギャンブルが存在しており、ギャンブル依存症は重大な社会問題と

なっている。またカジノ誘致によって日本のギャンブル依存症問題

はさらに深刻化する可能性が指摘されている。しかし、現在の日本

では有効なギャンブル依存症対策が講じられていない。 

そこで本稿では「ギャンブル依存症は既に深刻な社会問題である

上、カジノ誘致によりさらに悪化する可能性があるにもかかわらず、

有効なギャンブル依存症対策が講じられていないこと」を問題意識

とする。現状分析や実証分析に基づいて有効なギャンブル依存症対

策を提言し、日本のギャンブル依存症有病率の低下を目指す。 

第1章では、現状分析として、ヒアリング調査や文献調査から日

本のギャンブル依存症問題の実態を把握する。第 2 章では、先行研

究として、ギャンブル依存症者に共通する個人特性について分析し

た研究を 3本挙げる。第 3章では、ギャンブル依存症に陥りやすい

人に共通する特徴及び陥りにくい人に共通する特徴を明らかにする

ため、ギャンブル依存症者本人の個人特性と本人を取り巻く環境要

因を考慮してロジスティック回帰分析を行う。第 4 章では、現状分

析と実証分析の結果を踏まえ、ギャンブル依存症有病率の低下に向

けて以下4つの政策提言を行う。 

 

Ⅰ．GATCH（gamble 察知パス）の導入   

Ⅱ．ギャンブル依存症アドバイザーの設置と質の確保  

Ⅲ．包括的な相談環境の構築   

Ⅳ．青少年のギャンブルリテラシー教育の拡充 

 

 

Ⅱ 日本のギャンブル依存症の現状・問題意識 

 

1 日本のギャンブル依存症 

 

1-1 日本のギャンブル依存症の深刻さ 

 

2017年『厚生労働省面接調査中間結果』によると、日本のギャン

ブル依存症有病率は3.6%と推計され、国勢調査のデータに当ては

めると約320万人に上る計算となっている。男女の内訳は男性で

6.7%、女性で0.6%であり、男性のギャンブル依存症有病率が極め

て高いことが分かる。国立病院機構久里浜医療センターは各国のギ

ャンブル依存症有病率とその診断方法を調査している。このうち日

本と同じ診断方法を採用している国と日本のギャンブル依存症有病

率を比較してみると、日本のギャンブル依存症有病率が各国と比べ

て突出して高い数値であることが分かる。（表1・図1参照） 

 

表1 ギャンブル依存症有病率の海外比較 

 

(2017年国立病院機構久里浜医療センター調査結果より筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 報告年 対象数 ギャンブル依存症有病率 診断方法 

日本 2017 4,685 3.6%(男性：6.7% 女性：0.6%) SOGS(生涯) 

オーストラリア 2001 276,777 男性：2.4% 女性：1.7％ SOGS(生涯) 

オランダ 2006 5,575 1.9% SOGS(生涯) 

米国 2001 2,683 1.9% SOGS(１年) 

香港 2003 2,004 1.8% DSM-Ⅳ 

フランス 2011 529 1.2% SOGS(生涯) 

スイス 2008 2,803 1.1% SOGS(生涯) 

カナダ 2005 4,603 0.9% SOGS(生涯) 

英国 2000 7,680 0.8% SOGS(1 年) 

韓国 2010 5,333 0.8% DSM-Ⅳ 

スイス 2008 2,803 0.5% SOGS(1 年) 

イタリア 2004 1,093 0.4% SOGS(生涯) 

ドイツ 2009 10,001 0.2% SOGS(生涯) 
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図1 ギャンブル依存症有病率 

 

(2017年国立病院機構久里浜医療センター調査結果より筆者作成) 

 

1-2 ヒアリング調査によるギャンブル依存症の実態 

 

ギャンブル依存症は具体的にどのような問題を引き起こすのだ

ろうか。その実態を把握するため、大阪府こころの健康相談センタ

ーにヒアリング調査を行った。同センターは精神保健福祉に関する

中核として設置された施設である。業務内容には「精神保健及び精

神障碍者の福祉に関する相談及び指導、社会復帰の促進」が含まれ

ており、その一環としてギャンブル依存症問題にも取り組んでいる。 

以下、ヒアリング調査結果をまとめる。 

 

(1)ギャンブル依存症に関する相談件数 

2018年4月2日から9月30日の間に同センターを訪れた相談者・

来所者の続柄別件数と対象者の年齢別件数は実数で130人、延数で

237人となっている。(表2・3参照)表2よりギャンブル依存症者

本人よりその家族からの相談件数が多いことが分かる。その理由と

しては、ギャンブル依存症は自覚症状が生じにくいことが挙げられ

る。ギャンブル依存症は周囲からの指摘によってようやく気付き、

治療に踏み切れる場合が多い。そのため周囲の環境はギャンブル依

存症問題を考えるうえで重要な要因であると考えられる。また表3

より20代、30代が対象者の6割以上を占めていることが分かる。

若年層は他の年齢層に比べてギャンブルにはまりやすい傾向が谷岡

(2011)等多くの先行研究でも認められており、若年層に対する取り

組みの重要性が覗える。 

 

表2 対象者との続柄 

 

(大阪府こころの健康相談センター相談件数調査報告より筆者作成) 

表3 対象者の年齢区分 

(大阪府こころの健康相談センター相談件数調査報告より筆者作成) 

 

(2)ギャンブル依存症に陥りやすい人の特徴 

 ギャンブル依存症に陥りやすい人に共通する特徴として挙げられ

たのは「生きづらさ」を感じていることであった。「生きづらさ」か

ら目を背けるために現実逃避の手段としてギャンブルを行っている

場合が多いという。現実逃避の原因としては自己肯定感が低いこと、

本音を話せる相談環境が存在しないこと、ストレスを解消する手段

がないこと等が挙げられる。 

 

(3)ギャンブル依存症者が抱えている問題 

相談に訪れたギャンブル依存症者が抱えている問題として借金が

ある。ギャンブル依存症による借金が原因で生活困窮に陥り、最悪

の場合には自殺に繋がるケースもある。借金、自殺に関しては他の

センターでも同様のことが指摘されている。『我が国に蔓延する

「ギャンブル依存症」の現状』を見るとギャンブル依存症者の大半

が多額の借金に苦しんでいることが分かる。（図2参照）また同調

査によると、2007年から2011年の初診者137名のうち約3割が自

殺を考えたり自殺未遂を行ったりしたことがあると回答している。

（図3参照）さらにギャンブルをしたことや借金をしたことを周囲

から隠すために嘘をつき、周囲との人間関係が悪化してしまう場合

もある。それにより離婚や親族との絶縁による孤立といった問題も

引き起こされる。またギャンブル依存症者がいる家庭で育った子ど

もは自分に注目が集まる機会が少なく、素直な気持ちが言えない、

親が信頼できない、自己肯定感が低いといった問題を抱えやすい。 

 

図2 ギャンブル依存症者の借金額割合 

 

(我が国に蔓延する「ギャンブル依存症」の現状より筆者作成) 

 

 

 

対象者との続柄 実数 延数 

本人 45 103 

家族 78 126 

関係者 5 5 

本人と家族 2 3 

本人と関係者 0 0 

合計 130 237 

 

年齢区分 実数 延数 

0-19 歳 1 1 

20-39 歳 80 155 

40-64 歳 24 49 

65 歳以上 9 13 

不明 16 19 

合計 130 237 
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図3 ギャンブル依存症者の自殺傾向 

 

(我が国に蔓延する「ギャンブル依存症」の現状より筆者作成) 

 

（4）ギャンブルをやめるためには 

 ギャンブル依存症は慢性の病気であり、完治することはない。し

かしその状態でいながらもギャンブルをやめ続けることは可能であ

る。やめ続けるために重要なことは大きく2つある。1つ目はギャ

ンブル依存症者にとってのギャンブル自体の価値を低下させること

である。例えばギャンブルに変わる趣味を持つなど、ギャンブル行

動の原因である現実逃避の手段の選択肢を増やすことが挙げられ

る。2つ目は周囲の協力である。例えばギャンブル依存症者の金銭

管理を家族が行うことや相談に乗ることにより、本人をギャンブル

から遠ざけることが可能となる。また自助グループ等に参加するこ

とで自分を客観視し、ギャンブルから遠ざかるきっかけとなりう

る。 

 

２ ギャンブル依存症の原因産業 

 

以上よりギャンブル依存症は日本で深刻な問題となっていること

が分かる。公益財団法人日本生産性本部が発表した『レジャー白書

2016』によると、日本のギャンブル別市場規模割合はパチンコ・パ

チスロと公営競技でギャンブル別市場規模割合の98%を占めてい

る。（図4参照）このため、本のギャンブル依存症有病率の高さの

原因はこの2つの産業にあると考えるのが自然である。次節ではこ

の2つの産業に焦点を当て、詳細な現状分析を行っていく。 

 

図4 ギャンブル別市場規模割合 

 

(公益財団法人日本生産性本部レジャー白書2016より筆者作成) 

 

2-1 パチンコ・パチスロによるギャンブル依存症 

 

パチンコ・パチスロは日本特有のギャンブルであり、日本のギャ

ンブル市場の8割以上を占めている。その参加人口は年々縮小傾向

にあるが、市場規模は依然として19兆4000億円を誇っている。

（図5参照）世界最大のカジノ都市であるマカオの市場規模が2兆

6800億円、2番手であるラスベガスの市場規模が5280億円である

ことを踏まえると、パチンコ・パチスロ市場が依然として大きなも

のであることが分かる。その市場の大きさはギャンブル依存症への

影響の大きさに繋がっている。立病院機構久里浜医療センター『国

内のギャンブル等依存に関する疫学調査』によると、ギャンブル依

存症者の8割以上がギャンブルのうちパチンコ・パチスロに最もお

金を費やしたと回答している。（表4参照） 

 

図5 パチンコ・パチスロ市場規模 

 

（公益財団法人日本生産性本部レジャー白書2018より筆者作成） 

 

表4 ギャンブル依存症の原因内訳 

 

(2017年国立病院機構久里浜医療センター調査結果より筆者作成) 

 

2-2 公営競技によるギャンブル依存症 

 

公営競技には競馬・競艇・競輪・オートレースが含まれる。 公

営競技の市場規模は1991年の8兆9,320億円をピークに減少に転

じているが、ここ10年間で再び上昇傾向に転じ2017年時点で6兆

1387億円となっている。（図6・図7参照）第1項で述べた通り世

界最大のカジノ都市であるマカオの市場規模が2兆6800億円であ

ることを踏まえると極めて大きい市場規模であることが分かる。ま

た警察庁統計データ『ギャンブル別犯罪動機件数』によると、2017

年のパチンコ・パチスロへの依存が動機である刑法犯総数は1388

件、公営競技等ギャンブルへの依存が動機である刑法犯総数は

1182件である。前述したようにギャンブル依存の原因の8割以上

がパチンコ・パチスロであるにもかかわらず、犯罪件数動機にはパ

チンコ・パチスロ依存と公営競技等ギャンブル依存において大きな
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差がない。（表5参照）このデータより公営競技等ギャンブルによ

る依存症もまた深刻であると考えられる。さらに公営競技は現在イ

ンターネット上でチケット購入ができるシステムなどが導入されて

おり、アクセシビリティが高まってきている。そのため、これから

公営競技によるギャンブル依存者数は増加していく可能性が高いと

指摘されている。以上より、公営競技もギャンブル依存症を考える

際には無視できない存在であると言える。 

 

図6 公営競技の市場規模推移 

 

(経済産業省製造産業局車両質競輪・オートレースをめぐる最近の

状況について等より筆者作成) 

 

図7 公営競技の種目別市場規模推移 

 

(経済産業省製造産業局車両質競輪・オートレースをめぐる最近の

状況について等より筆者作成) 

 

表5 ギャンブル別犯罪動機件数 

(警察庁統計データ『ギャンブル別犯罪動機件数』より筆者作成) 

 

 

2-3 ギャンブル依存症に対する現行の取り組み 

 

以上よりギャンブル依存症は日本の重大な社会問題である。その

ため官民問わず様々な取り組みが行われており、本項では以下の 3

つに分けて現行の取り組みを整理していく。 

 

（1）パチンコ・パチスロに対する取り組み 

（2）公営競技に対する取り組み 

（3）ギャンブル依存症問題全体に対する取り組み 

（1）パチンコ・パチスロに対する取り組み 

パチンコ・パチスロ市場に対してはギャンブル依存症対策として

警察庁が数多くの規制を行っている。主要な規制は出玉規制であ

り、ギャンブルの射幸性を低下させる目的があった。しかしギャン

ブル依存症者は出玉が少ない台にも当たるまで金額をつぎ込み、さ

らに借金を背負ってしまう可能性があるとの指摘も存在する。実際

一人当たりの年間遊技金額は増加傾向にあり、出玉規制がギャンブ

ル依存症者を追い込んでいる可能性は否定できない。（図8参照）

このように出玉規制は既にギャンブル依存症を患っている人に対し

ては効果が薄いものとなっている可能性が高い。 

 

図8 一人当たりパチンコ・パチスロ遊技金額の推移 

 

(2018年(財)日本生産性本部発行レジャー白書資料より筆者作成) 

 

このような現状が問題視され、近年はパチンコホール組合の全日

本遊技事業協同組合連合会（以下、「全日遊連」）や民間企業によっ

てもパチンコ・パチスロ依存症者に対する新たな取り組みが行われ

始めている。その取り組みと課題について以下の 4 つの観点から整

理する。この 4つの観点を用いた理由としては、パチンコ・パチス

ロ及び公営競技の対策について分析しているギャンブル等依存症対

策推進関係閣僚会議が、これらの観点をパチンコ・パチスロと公営

競技に共通して重要な観点として取り上げられているためである。 

①パチンコ・パチスロ事業者における対応 

②未成年者に対する入場規制 

③本人・家族申告による入場規制 

④広告規制 ・啓発促進 

 

 

  

  

パチンコ・パチスロ 公営競技等ギャンブル 

2015 年 2016 年 2017 年 2015 年 2016 年 2017 年 

凶悪犯 8 10 10 9 11 8 

粗暴犯 9 7 7 6 9 11 

窃盗犯 804 1090 1085 469 629 912 

知能犯 151 169 232 175 151 181 

その他 23 53 54 48 199 70 

総数 995 1329 1388 707 999 1182 
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①パチンコ・パチスロ事業者における対応  

 全日遊連は「パチンコ・パチスロ依存問題研究会」を2003年に発

足させ、パチンコ・パチスロ依存症問題の現状把握と改善に向けた

取り組みを行っている。また2006年には第三者機関「リカバリーサ

ポート・ネットワーク」を設立し、電話での無料相談業務を開始し

た。『パチンコ・パチスロ依存問題電話相談事業報告書』によると、

電話相談件数は 2016年で 2502件、2017年で 4963件とその需要は

飛躍的に増加していることが分かる。さらに2018年には「安心安全

パチンコ・パチスロアドバイザー」制度の運用を開始している。同

制度は遊技客に対して依存問題への適切な案内ができる担当者を各

店舗に配置する制度である。DVDによるものも含めると約 1万 6000

名が講習会を受講し、当初の目標を大きく上回る全国カバー率約

94％の「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」が輩出されてい

る。 しかしながら同制度には問題も見受けられる。上記の育成講習

会は単日でおこなわれていること、また試験などの効果測定も行わ

れないままにアドバイザーとして認定されていることから、アドバ

イザーの質に課題が残っている。 

②未成年者に対する規制  

 パチンコ・パチスロは風営法に基づき18歳未満の遊戯を禁止して

いる。しかし、この規制は外見からの判断で18歳未満と疑われる者

に対する声掛けや年齢確認に留まっており、厳格な入場規制などは

行われていない。そのため、未成年者が入場する可能性を完全に排

除できていない。  

③本人・家族申告による入場規制  

 日本遊技関連事業協会（以下、「日遊協」）による『パチンコ・パ

チスロ店における自己申告・家族申告プログラム導入店における申

込数の調査』によると、2018年2月末で「自己申告・家族申告プロ

グラム」を導入しているパチンコ・パチスロ店の数は全国で2075店

舗である。これは全国のパチンコ・パチスロ店の約20％に留まって

いる。また2018年3月時点でこの自己申告・家族申告プログラムを

利用している遊技者は73名であり、有効期間が終了しているものを

含めても78名に留まっている。このように普及率の低さや認知度の

低さに課題が残っている。  

④広告規制・啓発促進  

 全てのパチンコ・パチスロ店舗において射幸心を煽る表示、大当

たりを象徴する数字を使用した表示、風営法の遊技料金規制などに

違反する行為を示す広告等の掲示が規制されている。また一部の店

舗では入口や広報エリア、休憩エリアにギャンブル依存症に関する

ポスターやパンフレットの設置を行っている。しかしその普及率と

認知度の低さに課題が見られる。 

（2）公営競技に対する取り組み 

 パチンコ・パチスロと同様の理由で以下の 4 つの観点から取り組

みと課題を整理する。 

 

 

①公営競技施行者における対応 

 全ての公営競技において、競技施行者・事業者はギャンブル依存

症の相談があった場合に保健所や医療機関等に関する情報提供等の

対応を行っている。しかしその取り組みは周知されておらず、中央

競馬場及び地方競馬場への相談件数は 2014年から 2016年の 3年間

で 1件のみ、競艇場（競走場）への相談件数も同期間で 3件のみ、

競輪・オートレースの振興法人である公益財団法人 JKA への相談件

数は 2012年から 2016年の 5年間で 0件と、知名度の低さに課題が

見られる。また従業員に対してギャンブル依存症教育は行われてお

らず、具体的なマニュアルも用意されていない。そのため従業員の

果たす役割が相談所の紹介に留まっているという役割の小ささも課

題である。 

②未成年者に対する規制 

 競馬に関しては未成年者の馬券購入を禁止、競艇に関しては 1つ

の競走場を除き未成年者のみでの入場を制限、競輪・オートレース

に関しては未成年者の車券購入を禁止している。未成年者の入場を

規制するため未成年者と疑われる者に対して警備員による声掛けや

年齢確認は実施しているものの、この取り組みで未成年者が入場す

る可能性を完全に排除できているとは言い難い。 

③本人・家族申告による入場規制 

 競馬に関しては2018年より本人・家族申告による入場規制を開始

した。その他の公営競技に関しては本人・家族申告による入場規制

の仕組みは講じられていない。またインターネット投票サイトにつ

いては本人申告による利用停止が可能であるが、申請を行えば再び

利用が可能となる。そのためギャンブル依存症対策としての役割を

果たしているとは言い難い。 

④広告規制・啓発活動 

 全ての公営競技において、投票券購入を想起させる表現、高額的

中を想起させる表現、ゴール映像等を用いない等様々な条件を用意

し射幸心を煽る内容にならないよう規制されている。課題としては

ギャンブル等依存症に対する啓発、注意喚起表示、相談窓口の案内

等が行われていないことが挙げられる。 

（3）ギャンブル依存症問題全体に対する取り組み 

ここまではパチンコ・パチスロと公営競技独自の依存症対策を見

てきた。ここからはギャンブル依存症全体に対する取り組みに着目

する。国がギャンブル依存症有病率の低下に向けてどのような取り

組みを行っているのか、『ギャンブル等依存症対策の強化に関する

論点整理』に基づき以下の観点から明らかにする。 

①実態把握・調査研究 

②相談・治療体制 

③普及啓発 

④学校教育 

①実態把握・調査研究  

 日本には未だギャンブル依存症者に関するデータが少なく、その

ため研究も遅れている現状がある。パチンコ・パチスロをギャンブ
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ルと位置付けていないためにギャンブルの定義上データを集められ

ないといった事情もある。しかしこのままでは日本のギャンブル依

存症研究は後れを取るばかりであり、国を挙げてギャンブル依存症

者に関するデータ収集と研究を進めていく必要性がある。 

②相談・治療体制 

 厚生労働省は各都道府県の指定都市に精神保健福祉センターを設

置しており、この施設では依存症に関する問合せや相談を受け付け

ている。しかし、精神保健福祉センターにはギャンブル等依存症に

対する専門的な相談員がいないなど、相談体制が不十分な面も見受

けられる。そのため 2014年度から 2016年度まで 5つの府県におい

て依存症の治療拠点機関を指定し、地域のギャンブル依存症関係機

関との連携体制を構築した。また他の医療機関への研修や地域住民

への普及啓発等を通して、依存症患者を適切な相談・治療につなげ

る取り組みが実施された。このような取り組みを、全ての都道府県・

指定都市に拡大していく必要がある。また、ギャンブル等依存症の

自助グループとして、依存症患者本人の集まりであるギャンブラー

ズ・アノニマス（GA）や依存症患者の家族の集まりであるギャマノ

ンが存在する。その他、ギャンブル等依存症の回復に向けた情報提

供や勉強会、相談支援及び回復プログラムの提供を行っている民間

団体も存在する。しかし、国は民間団体の活動に対して支援を行っ

ておらず国と民間団体の連携は課題が残っている。 

③普及啓発  

 ギャンブル依存症は周囲の理解が得にくいことなどが原因で、適

切な相談や医療に繋がりにくい現状がある。そのような課題を解消

するためには国民にギャンブル等依存症の正しい知識を普及するこ

とが必要不可欠であり、早急な対応が求められている。2016年度に

厚生労働省による「依存症への理解を深めるためのシンポジウム」

が開催され、今後も継続して実施していく方針である。このような

国を挙げてのシンポジウムの開催は近年によってようやく取り組ま

れ始めており、このような取り組みを広めていく必要がある。 

④学校教育 

 小学校、中学校段階においては「道徳」の時間を通じて節度ある

生活の重要性について指導が行われており、また小学校段階から高

等学校段階においては「体育」・「保健体育」の時間を通じて欲求や

ストレスが及ぼす影響や、その適切な対処方法について指導が行わ

れている。しかし学校教育ではギャンブルやギャンブル依存症に特

化した直接的な指導は実施されておらず、学生向けの啓発も実施さ

れていないのが現状である。 

 

３ 迫りくるカジノ誘致 

 

上記の通り、日本では既にギャンブル依存症が蔓延している。そ

のような状況で 2018 年 7 月に IR 実施法が成立した。これにより

2025年前後にはカジノの誘致が見込まれている。  第1条より政府

がIR実施法を成立させた目的は2つある。1つ目は「観光・地域経

済の振興」である。カジノだけでなくホテル、劇場、パーク、ミュー

ジアム、MICE施設などを集中的に特定地域に集めることで地域一帯

を活性化させることが期待されている。2つ目は「財政の改善」であ

る。外国ではカジノが文化として定着していること、また大きな収

益源となっていることから、IRリゾート施設にカジノもあわせて設

置することで多額の経済効果を見込んでいる。しかしカジノ誘致に

は反対意見も多い。社会安全研究財団『パチンコに関する世論・有

識者調査報告書概要版』によると、カジノ解禁反対理由の中でも最

も多くを占めるのがギャンブル依存症の蔓延への懸念である。そこ

で本節ではシンガポールと韓国の事例を取り上げ、依存症対策の重

要性について明らかにする。 

 

3-1 カジノ誘致の成功例―シンガポールの事例から― 

 

カジノ誘致にあたり日本がモデルとしているのがシンガポールで

ある。シンガポールにはマリーナベイサンズ（MBS）とリゾート・

ワールド・セントーサ（RWS）の2つのカジノが存在する。2012年

MBSのカジノ収入はS$28.2億、RWSのカジノ収入はS$23.7億で

あり、シンガポールにおけるカジノ総収入はS$51.9億（日本円にし

て約4,000億円）に上る。シンガポールの観光産業はGDPの5％前

後であるが、カジノだけで1%強を占めており、カジノは開業数年で

シンガポールの観光産業にとって欠かせない存在になっていること

が分かる。（図 9 参照）さらにシンガポールのカジノは自国民の雇

用創出という側面でも大きな成功をもたらした。野村総合研究所の

現地ヒアリング調査結果によると、MBSでは約13,000人、RWSで

は約11,000人（2010年12月時点）の新規雇用を創出しており、そ

の大部分をシンガポール国民が占めている。人口500万人弱のシン

ガポールにおいて、この 2 つのカジノ施設がもたらした雇用創出効

果は非常に大きなものといえる。 

 

図9 シンガポールの観光収入 

 

(シンガポール観光庁Tourism Sector Performance2013より筆者作

成) 

 

次にシンガポールのギャンブル依存症有病率に着目する。『RESORT 

OF SURVEY PARTICIPATION IN GAMBLING ACTIVITIES  AMONG 

SINGAPOLE』によると、2005 年時点で 3.1%を占めていたギャンブル

依存症有病率はカジノ開業後の2011年には2.6%まで減少しており、

http://ir.gentingsingapore.com/phoenix.zhtml?c=154917&p=irol-reportsAnnual
https://www.stb.gov.sg/statistics-and-market-insights/marketstatistics/tourism%202013%20roundup%20presentation%20(pdf).pdf
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さらにその3年後には0.7%にまで減少している。（図10参照）カジ

ノ導入に伴った包括的なギャンブル依存症対策がシンガポール全体

のギャンブル依存症有病率低下に影響を与えたと考えられる。 

 

図10 シンガポールにおけるギャンブル依存症有病率の推移 

 

(RESORT OF SURVEY PARTICIPATION IN GAMBLING ACTIVITIES AMONG 

SINGAPOLEより筆者作成) 

 

3-2 カジノ誘致の失敗例―韓国の事例から― 

 

カジノ誘致の失敗例として韓国を紹介する。韓国ではインバウン

ドの増加や外貨獲得を目的として、ソウル特別市に 3か所、釜山広

域市に 2か所、江原道に 2か所、仁川広域市に 1か所、大邱広域市

に1か所、済州特別自治道に8か所、合計17か所にカジノが誘致さ

れている。しかしそのうち16か所のカジノでは自国民の入場を禁止

しており、自国民の入場を唯一認めているのが江原道山間部の旌善

に位置する江原ランドである。『自治体国際化協会ソウル事務所所

長補佐 宮下 豊大調査結果』によると、江原ランドカジノの市場

規模は韓国内の他のカジノ施設に比べて圧倒的な市場規模を誇って

おり、入場者数に占める韓国人の割合も99％に上る。（表8参照） 

 

表8 江原ランドの市場規模 

 2010年 2011年 

韓国全体 

（17か所） 

江原ランド 韓国全体 

（17か所） 

江原ランド 

売上高 

（ウォン） 

2兆2,590

億 

1兆2,550

億 

2兆3,113

億 

1兆1,918

億 

入場者数 

（人） 
503万 309万 508万 298万 

(自治体国際化協会ソウル事務所所長補佐調査結果より筆者作成) 

 

このカジノ誘致は廃鉱地域の経済回復に寄与する一方で、ギャン

ブル依存症という弊害をもたらした。韓国賭博問題センター(KCGP)

によると 2016年度の調査で韓国の成人の 5.1％にあたるおよそ 260

万人がギャンブル依存に陥っている。また『韓国国会国政監査資料』

によると、江原ランドが位置する旌善地域の犯罪発生件数はカジノ

開業以降急増している。（図11参照）1998年には545件だった犯罪

件数は、カジノ開業後の2003年には1,174件にまで増加した。さら

に旌善地域の自殺率は韓国の他地域と比較して極めて高い数値とな

っている。2007年から2014年の韓国全体の10万人当たりの平均自

殺人数は 28.7人であるが同期間の旌善地域の 10万人当たりの平均

自殺人数は57.6人であり約2倍となっている。（表9参照） 

図11 旌善地域の犯罪発生件数 

 

(韓国国会国政監査資料より筆者作成) 

 

表9 旌善地域の10万人当たりの平均自殺人数 

  
１０万人に占める自殺者数（人） 

2007年～2014年 

韓国全体 27.8 

旌善地域 57.6 

(韓国国会国政監査資料より筆者作成) 

 

3-3 日本のカジノ規制案 

 

シンガポールと韓国の例から分かるように、カジノ解禁にあたっ

ては巨額の経済効果が見込まれる一方で、ギャンブル依存症の問題

にも向き合う必要がある。そこで、実際の日本政府のカジノ規制案

を検討していく。日本政府はIR実施法の中でカジノ規制について明

記しており、以下の通りである。 

・日本人の入場回数を7日間で3回、28日間で10日に制限 

・本人・入場回数の確認手段として公的個人認証を義務付け 

・未成年者、暴力団員については、カジノ施設への入場を禁止 

・日本人等の入場者に対し、3千円／回（24時間単位）を賦課 

このほか、カジノ行為の種類及び方法・カジノ関連機器等、特定

金融業務（貸付け等）、業務委託・契約、広告・勧誘、カジノ施設の

秩序維持装置、従業員等について所要の規制を行うと定められてい

る。しかし具体的な内容は定まっていないのが現状である。シンガ

ポールと韓国の例からも分かるように、有効なギャンブル依存症対

策の有無はカジノ誘致成功の鍵となる。カジノ誘致が迫っている日

本において、有効なカジノ依存症対策の確立は喫緊の課題である。 
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第4節 問題意識 

 

 上述の通り、日本においてはギャンブル依存症有病率が極めて高

いにもかかわらず十分な対策が講じられていない。またそのような

状況の中、カジノ解禁が迫っている。現存するギャンブルとカジノ

では身近さや金額的な面で異なる点も多いが、大林・生田目（2015）

によるとパチンコ・パチスロなどの射幸的娯楽の愛好者は他の娯楽

の愛好者に比べてカジノ容認の傾向が高いことが指摘されている。

このことから現在のパチンコ・パチスロ遊戯者がカジノの利用も開

始し、ギャンブル依存症問題が深刻化する可能性は否定できない。

そのため現段階で有効なギャンブル依存症対策を講じる必要性があ

る。その第一歩としてギャンブル依存症に陥りやすい人及び陥りに

くい人に共通する特徴を明らかにし、日本のギャンブル依存症有病

率の低下に寄与するギャンブル依存症対策を提言する。 

 

Ⅲ 先行研究及び本稿の位置づけ 

 

１ 先行研究 

 

ギャンブル依存症者の個人特性を明らかにしている先行研究を 3

つ挙げる。1つ目は谷岡（2011）『日本人の耽溺行動―JGSS-2010 に

よる「ギャンブル」「ゲーム（ＴＶ/ネット/携帯）」項目の基礎的分析

―』、2つ目は大林・生田目（2015）『IR 推進法案の経済分析 ― 問

われるべきは何か?―』、3つ目は太田（2008）『病的賭博患者の特徴

― 1医療機関を受診した105例の検討から―』である。  

谷岡（2011）では「日本版 General Social Surveys JGSS -2010」

を用いて、どのような人がギャンブルとゲームについてやりすぎだ

と注意されたことがあるのかを明らかにするための基礎的な分析を

行っている。ギャンブル依存症の決定要因については、性別では男

性が圧倒的にギャンブルにはまりやすい、年齢では 20 代、30 代が

最もはまりやすい、学歴では中卒に比べて大卒の方がギャンブルに

はまりにくい、就労地位では無職者に比べて非正規雇用者の方がは

まりやすいことが明らかにされた。これらの中でも特に性別と年齢

が極めて強い影響を与えていることが確認された。  

大林・生田目（2015）では「日本版 General Social Surveys JGSS-

2008」を用いて、カジノやギャンブルに関わる項目及び個人属性を

抽出し、その因果関係を分析することで日本人のカジノに対する評

価構造を明らかにしている。分析の結果、射幸的娯楽の愛好者は他

の娯楽の愛好者に比べてカジノ容認の傾向が高く、射幸的娯楽の中

でもパチンコ・パチスロとの関係が強いことが分かった。また性別

によってもカジノへの容認傾向に大きな差が確認された。 

太田（2008）ではギャンブル依存症患者105例の属性、賭博行動、

負債、罹病期間、合併症、家族歴、生育歴など多項目について独自調

査を実施しデータを収集した。そのデータに基づき統計学的検討を

行っている。その結果、病的賭博患者は若～中年の男性に多いこと、

高等教育修了者，離婚者、無職者の割合が統計学的に有意に多いこ

とが分かった。また患者の4～5割にアルコール依存症や感情障害の

合併症と家族歴，養育歴上の問題が認められた。更に、半数以上が

10歳代で賭博を開始し，2割強が賭博開始後 2年未満でコントロー

ル障害が生じていることが分かった。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

本稿では、有効なギャンブル依存症対策を講じる第一歩として、

ギャンブル依存症に陥りやすい人及び陥りにくい人に共通する特徴

を明らかにする。 

先行研究の限界として谷岡（2011）、大林・生田目（2015）、太田

（2008）のいずれも、ヒアリング調査でその重要性が示唆された、

ギャンブル依存症者を取り巻く環境要因に着目していないことが挙

げられる。そのほかギャンブル依存症の諸研究においてもギャンブ

ル依存症者を取り巻く環境要因がギャンブル依存症に与える影響に

ついて分析したものは筆者の探す限り存在しない。 

そこで本稿の新規性として、ギャンブル依存症者本人の個人特性に

加えて彼らを取り巻く環境要因についても分析する。家庭状況や友

人との関係、組織への所属を変数として加え、周囲の環境がギャン

ブル依存症の誘発及び防止に与える影響を明らかにする。そしてこ

の分析を踏まえて有効なギャンブル依存症対策を提言する。既にギ

ャンブル依存症問題が深刻化しており、さらにこれからカジノが解

禁される日本において、本稿が資する役割は大きいと考える。 

 

Ⅳ ギャンブル依存症者の決定要因分析 

 

本章では有効なギャンブル依存症対策を講じるための第一歩とし

て、ギャンブル依存症に陥りやすい人及び陥りにくい人に共通する

特徴を明らかにする。ヒアリング調査でギャンブル依存症者を取り

巻く環境はギャンブル依存症に影響を与える極めて重要な要素であ

ることが示唆された。しかし先行研究ではギャンブル依存症者に共

通する個人特性については明らかにしているものの、環境要因につ

いては明らかにしていない。そこで本分析では、ギャンブル依存症

に陥りやすい人及び陥りにくい人に共通する個人特性に加えて環境

要因も明らかにする。 

 

１ 分析の枠組み 

 

1-1 使用データ 

 

本稿で用いるデータは「日本版 General Social Surveys JGSS -

2010」（以下 JGSS2010）である。JGSS2010は 2009年 12月 31日時

点で全国に居住する満 20～89歳の男女個人 9000人に対して行われ
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た調査から成り立つ。全国を 6ブロックに分け市郡規模により 4段

階に層化して600地点を抽出し、さらに各地点において15名前後を

抽出するという層化 2 段無作為抽出法により標本を抽出している。

調査方法は、調査員による面接と留置による自記式を併用している。

留置票は 2種類あり、A票と B票が対象者全体の約半数ずつにラン

ダムに配付された。各4,500人に配布し、有効回収は A 票が 2,507 

人（回収率 62.2％）、B票が2,496人（回収率 62.1％）、合計5,003

人である。本稿では留置票 A票と B票に共通する質問を抜粋して分

析を行ったため、サンプル数は欠損値を除き4,594である。  

JGSSでは調査内容の充実のために，時系列的な変化や時事問題を

捉える設問が加えられてきた。従来の日常的な行動や基本的な生活

意識、政治意識などに関する設問に加えてEASS（東アジア社会調査）

の共通設問である健康と社会に関する設問群のほか、英語学習や消

費税やマニフェストなどの新しい政治動向に関わる設問群などを用

意しており，社会的関心の高いテーマについての新たな分析を可能

にしている。JGSS2010では調査が始まって以来はじめて、飲酒・喫

煙・ギャンブル・ゲームの耽溺行動に関する質問項目が加えられて

おり、本稿ではこれらのデータを用いて分析を行うこととする。  

 

1-2 分析の枠組みと推定モデル 

 

 本章ではギャンブル依存症に陥りやすい人の特性を明らかにする

分析を行う。本分析における被説明変数には「あなたはギャンブル

をやりすぎだと言われたことがありますか」との質問に対する「は

い」「いいえ」の回答をダミー変数として用い、当てはまる場合を

1、当てはまらない場合を0としている。このようなケースではロジ

スティック回帰分析を行うのが主流であり、本稿でもそれに従って

いる。本分析ではStata13を用いており推定式は以下の通りである。 

【推定式】𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖
18
𝑘=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  変数名 

Y ギャンブル耽溺行動ダミー 

β0 定数項 

X1i 市郡規模 

X2i 性別ダミー 

X3i 年齢ダミー（30-39歳）  

X4i 年齢ダミー（40-49歳）  

X5i 年齢ダミー（50-59歳）  

X6i 年齢ダミー（60-69歳）  

X7i 年齢ダミー（70-89歳）  

X8i 収入ダミー（100-250万未満） 

X9i 収入ダミー（250-450万未満） 

X10i  収入ダミー（450-650万未満） 

X11i 収入ダミー（650-850万未満） 

X12i 収入ダミー（850万以上） 

X13i 収入ダミー（回答拒否） 

X14i 学歴ダミー（高校卒） 

X15i 学歴ダミー（大学卒） 

X16i 友人との関係満足度 

X17i 趣味の会への所属ダミー 

X18i 同居家族のギャンブル依存行動ダミー 

εi 誤差項 

 

1-3 変数選択 

 

（1）被説明変数 

「あなたはギャンブルをやりすぎだと言われたことがありますか」

との質問に対する「はい」「いいえ」の回答をダミー変数として用

い、当てはまる場合を1、当てはまらない場合を0としている。ど

のような人がギャンブル依存症に陥りやすいのか及び陥りにくいの

かを明らかにすることを目的としている。 

 

（2）説明変数 

 説明変数についてはギャンブルに陥りやすい人及び陥りにくい人

の「個人特性」を明らかにするため谷岡（2011）を参考に「市郡規

模」「性別」「年齢」「収入」「学歴」の変数を採用した。また

「周囲の環境」がギャンブル依存及びギャンブル依存防止に影響を

与えていることを検証するため「友人との関係満足度」「趣味の会

への所属」「同居家族のギャンブル依存行動」の変数を取り入れて

いる
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変数 変数の定義・作成方法 

【個人特性に関する変数】 

市郡規模 
本人の暮らす市の規模について「町村」を1、「人口20万人未満の市」を2、「人口20万人以上の市」を3、

大都市を4とする4段階の変数を作成 

性別ダミー 男性を1、女性を0とするダミー変数を作成 

年齢 
回答時の年齢について70代と80代を統合した10歳刻みの6段階の変数を作成し、20代を参照カコデリーと

した 

収入 
クロス集計表において線形の関係が見いだせないため、7分類をカコデリカル変数として投入した。100万円

未満を参照カコデリーとした 

学歴 中卒、高卒、大卒（高専・短大を含む）の3段階の変数を作成し、中卒を参照カコデリーとした 

 

変数 変数の定義・作成方法 

【環境要因に関する変数】 

友人との関係満足度 友人との関係満足度について「不満足」から「満足」までを1-5の5段階で表す変数を作成 

趣味の会への所属 コーラス・写真・山歩きなど趣味の会に所属している場合は1、していない場合は0とするダミー変数を作成 

同居家族のギャンブル依存行動 同居家族の中にギャンブルを「やりすぎている」人がいる場合は1、いない場合は0とするダミー変数を作成 
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基本統計量 

変数 サンプル数 平均値 標準誤差 最小 最大 

市郡規模 4594 2.6014 0.9645 1 4 

性別ダミー 4594 0.4686 0.4990 0 1 

年齢ダミー（30-39歳）  4594 0.1562 0.3631 0 1 

年齢ダミー（40-49歳）  4594 0.1750 0.3800 0 1 

年齢ダミー（50-59歳）  4594 0.1800 0.3842 0 1 

年齢ダミー（60-69歳）  4594 0.2168 0.4121 0 1 

年齢ダミー（70-89歳）  4594 0.1787 0.3831 0 1 

収入ダミー（100-250万未満） 4594 0.2296 0.4206 0 1 

収入ダミー（250-450万未満） 4594 0.1956 0.3967 0 1 

収入ダミー（450-650万未満） 4594 0.8837 0.2838 0 1 

収入ダミー（650-850万未満） 4594 0.4614 0.2098 0 1 

収入ダミー（850万以上） 4594 0.3003 0.1707 0 1 

収入ダミー（回答拒否） 4594 0.1279 0.3341 0 1 

学歴ダミー（高校卒） 4594 0.4806 0.4996 0 1 

学歴ダミー（大学卒） 4594 0.3848 0.4866 0 1 

友人との関係満足度 4594 3.7050 0.9663 1 5 

趣味会への所属ダミー 4594 0.1567 0.3635 0 1 

同居家族ギャンブル依存行動ダミー 4594 0.4266 0.2021 0 1 

誤差項 4594 0.4941 0.2167 0 1 
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２ 分析結果と考察 

 

2-1 分析結果 

 

分析結果は以下の通りである。 

  係数 
オッズ 

比 

標準 

誤差 
z P>z 有意性 

市郡規模 -0.1014 0.9035 0.0695 -1.32 0.188   

性別 2.0474 7.7484 1.6753 9.47 0.000 *** 

年齢ダミー（30-39歳）  -0.3692 0.6912 0.1706 -1.50 0.135   

年齢ダミー（40-49歳）  -0.9256 0.3962 0.1098 -3.34 0.001 *** 

年齢ダミー（50-59歳）  -0.7718 0.4621 0.1221 -2.92 0.004 *** 

年齢ダミー（60-69歳）  -1.0080 0.3649 0.0936 -3.93 0.000 *** 

年齢ダミー（70-89歳）  -1.6306 0.1958 0.0605 -5.27 0.000 *** 

収入ダミー 

（100-250万未満） 
-0.0886 0.9151 0.2242 -0.36 0.717   

収入ダミー 

（250-450万未満） 
0.1416 1.1521 0.2744 0.59 0.552   

収入ダミー 

（450-650万未満） 
-0.1267 0.8809 0.2610 -0.43 0.669   

収入ダミー 

（650-850万未満） 
0.0722 1.0748 0.3702 0.21 0.834   

収入ダミー 

（850万以上） 
0.2109 1.2349 0.5038 0.52 0.605   

収入ダミー 

（回答拒否） 
-0.7411 0.4765 0.1630 -2.17 0.030 ** 

学歴ダミー（高校卒） 0.2324 1.2616 0.3095 0.95 0.343   

学歴ダミー（大学卒） -0.4661 0.6273 0.1716 -1.70 0.088 * 

友人との関係満足度 -0.1281 0.8797 0.0673 -1.67 0.094 * 

趣味の会への所属ダミー -0.6159 0.5401 0.1490 -2.23 0.026 ** 

同居家族のギャンブル 

耽溺行動ダミー 
2.0092 7.4580 1.6332 9.18 0.000 *** 

定数項 -2.8579 0.0573 0.2869 -5.72 0.000 *** 

        疑似決定係数=0.1716  

2-2 考察 

 

 分析の結果を踏まえ谷岡（2011）と比較して考察を行う。個人特

性に関する変数については、性別（男性）が正に有意の影響、年齢

（40代、50代、60代、70代、80代）と収入（回答拒否）、学歴（大

学卒）が負に有意の影響を与えていることが分かった。まず性別（男

性）についてはギャンブル行動に正に有意の影響を与えている。こ

れは谷岡（2011）の結果と同じであり男性が圧倒的にギャンブル依

存症に陥りやすいことを示している。オッズ比は女性の約 8 倍であ

る。年齢については30代を除きすべての年代が負に有意の影響を与

えていることが分かった。30代は有意な結果とはならなかったが、

係数を比較すると若年層のほうがギャンブル依存行動に陥りやすい

傾向が強いと言える。この結果も谷岡（2011）と一致する。収入につ

いては「回答したくない」を選んだ人が負に有意の影響を与えてい

ることが分かった。これは谷岡（2011）では有意とはなっていなか

った。負に有意になった理由については考察の余地が残る。一考察
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としては、収入を「回答したくない」の変数が危機察知能力の高さ

の代理変数としての役割を果たした可能性がある。収入を回答しな

かった人はプライバシー意識が高く、危険を回避したいという意向

が強いことからギャンブル行動も回避する傾向が強いと考えた。学

歴については大学卒（短大・高専卒を含む）が負に有意の結果とな

った。これは中卒者と比べて大卒者はギャンブル依存症に陥りにく

いことを表している。この結果は谷岡（2011）と一致する。 

 次に環境要因に関する変数については、同居家族のギャンブル依

存行動ダミーが正に有意の影響、友人との関係満足度、趣味の会へ

の所属が負に有意の影響を与えていることが明らかとなった。まず

同居家族のギャンブル依存行動ダミーについては正に有意の影響を

与えている。これは同居家族内にギャンブル依存症者がいる場合、

回答者本人もギャンブル依存症に陥りやすいことを表している。要

因としてはギャンブル依存症者が身近に存在することで、ギャンブ

ルへの抵抗が薄れることが考えられる。これには回答者本人がギャ

ンブル依存症者であったため同居家族もギャンブル依存症に陥った

という逆の因果も十分に考えられる。友人との関係満足度について

はギャンブル行動に負に有意の影響を与えていることが分かった。

これは友人との関係に満足している人ほどギャンブル依存症に陥り

にくいことを表している。要因としては友人との関係満足度が高い

人ほど相談環境が整っていることが考えられる。ヒアリング調査で

も相談環境の有無はギャンブル依存症の防止に良い影響があること

が示唆されていたため、本分析ではそれを裏付ける結果が得られ

た。趣味の会への所属についてはギャンブル行動に負の影響を与え

ていることが分かった。これは趣味の会に所属している人のほうが

所属していない人に比べてギャンブル依存症に陥りにくいことを表

している。要因としては趣味の会に所属している人はギャンブル以

外の趣味を持っているためギャンブルから興味関心が反れているこ

とが考えられる。ヒアリング調査でも有効なギャンブル依存症対策

の一つとしてギャンブル以外への趣味の提供が挙げられているた

め、本分析でその効果を実証する結果を得られた。 

 

Ⅴ 有病率の低下に向けた政策提言 
 

１ 政策提言の方向性  

  

現状分析の結果から現行のギャンブル依存症対策は不十分である

ことが分かった。ギャンブル依存症有病率を低下させるためには、

重要な依存症対策であるにも関わらず取り組みが不十分となってい

る以下の8つの観点にアプローチする必要がある。  

①パチンコ・パチスロ事業者及び公営競技施行者における対応  

②未成年者に対する入場規制  

③本人・家族申告による入場規制  

④広告規制 ・啓発促進  

⑤実態把握・調査研究  

⑥相談・治療体制  

⑦普及啓発  

⑧学校教育  

 また実証分析の結果から、ギャンブル依存症に陥りやすい人及び

陥りにくい人の特徴が明らかになった。それらの特徴を考慮して、

以下4つの政策を提言する。  

Ⅰ．GATCH（gamble 察知パス）の導入  

Ⅱ．ギャンブル依存症アドバイザーの設置と質の確保  

Ⅲ．包括的な相談環境の構築  

Ⅳ．青少年のギャンブルリテラシー教育の拡充  

Ⅰ．GATCH（gamble 察知パス）の導入は②③⑤、  

Ⅱ．ギャンブル依存症アドバイザーの設置と質の確保と 

Ⅲ．包括的な相談環境の構築は①④⑥、  

Ⅳ．青少年のギャンブルリテラシー教育の拡充は⑦⑧  

に対してそれぞれアプローチしている。  

これらの提言はギャンブルの種類を問わず、パチンコ・パチス

ロ、公営競技、カジノに対しての包括的な対策である。JGSS2010

の質問項目に公営競技とパチンコ・パチスロの利用頻度を4段階で

尋ねているものがあり、サンプル数は4927である。これらの相関

係数は0.52であり、公営競技とパチンコ・パチスロの利用頻度に

は正の相関があった。これはギャンブルの性質が大きく異なるにも

かかわらず公営競技の利用頻度が高い人はパチンコ・パチスロの利

用頻度も高いことを示唆している。このことからパチンコ・パチス

ロや公営競技にはまりやすい人は、ギャンブルの性質が違うカジノ

にもはまりやすい可能性はある。また先述の通り、大林・生田目

（2015）ではパチンコ・パチスロ等射幸的娯楽の愛好者は他の娯楽

の愛好者に比べてカジノ容認の傾向が高いことが明らかになってい

る。以上より、日本のギャンブル依存症有病率を低下させるために

はギャンブル依存症全体に対する取り組みを行う必要があると考

え、本稿ではギャンブル全体に対して包括的な対策を提言する。  

 

２ 政策提言  

 

政策提言Ⅰ GATCH（gamble 察知パス）の導入  

 

【概要】  

ギャンブル利用時に、個人のギャンブルに関するデータの蓄積が

可能なICカード「GATCH」の携帯義務化を提言する。これにより未

成年者のギャンブル利用や本人・家族申告の入場規制をより厳格に

行うことができる。またギャンブルに関するビッグデータの蓄積に

よって、将来より効果的な依存症対策が実施されることが期待され

る。なお、提言対象は国、全国の相談所等である。  
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この政策は現状と前節で述べた8つの観点のうち  

②未成年者に対する入場規制  

③本人・家族申告による入場規制  

⑤実態把握・調査研究  

に対しての提言である。  

【詳細】  

GATCHの詳細について発行方法、データ登録、警告通達、利用規

制の順に説明する。  

(1)GATCHの発行方法について  

パチンコ・パチスロ、公営競技、カジノの利用者はギャンブル利用

前に本パスを発行する必要がある。パスを発行する方法は2つあ

る。1つは市町村役所にて発行する方法である。もう1つはオンラ

イン上で発行を予約し市町村役所から郵送する方法である。   

(2)GATCHのデータ登録について  

ギャンブル遊技者は本パス発行時に個人特性を登録する必要があ

る。登録内容としては分析によって明らかになったギャンブルには

まりやすい人の個人特性として「性別」「年齢」「学歴」「中退経験

の有無」「同居家族内のギャンブル依存症者の有無」などの登録を

義務付ける。そしてギャンブルを利用するたびにギャンブル利用頻

度、ギャンブル利用金額、利用したギャンブルの種類、借金額、相

談所の利用頻度の登録を義務付ける。データ管理の責任者は国とす

る。以下データ登録の具体的な方法について、パチンコ・パチス

ロ、公営競技、カジノの順に説明する。   

パチンコ・パチスロの場合は既存の発券機に変えて、本パスに対

応した発券機を導入する。パチンコ・パチスロ利用者は来店時に発

券機に本パスを挿入して入金しプレイカードを得る。退店時にも発

券機に本パスを挿入してプレイカードを返却する。こうすることに

よりパチンコ・パチスロの利用時間と利用金額を本パスに蓄積する

ことができる。また18歳未満または高校を卒業していない者は発

券機に入金ができないためパチンコ・パチスロが利用できない。  

公営競技の場合は施設の数が限られているため各施設の入り口に

複数の改札の設置を行う。施設から入退場する際は必ずその改札を

通過する必要がある。また通過するためには、電車のICカードの

ように本パスをICカードリーダーにかざす必要がある。こうする

ことで利用時間を把握することができ、未成年者などの入場を規制

できる。また利用金額を把握するために券の購入時にもパスの提示

を義務付ける。さらに最近ではオンライン上で馬券の購入をする人

が増加している。そこでオンライン購入する際は、マイナンバーな

どの情報の入力を義務付ける。こうすることで未成年者や入場が禁

止されている人は馬券などのオンライン購入ができなくなる。  

カジノの場合は公営競技と同様にカジノの入り口に複数の改札と

本パスに対応したチップ購入機を設置する。カジノ施設から入退場

する際はその改札を通過する必要がある。また通過するためには、

電車のICカードのように本パスをICカードリーダーにかざす必要

がある。これによりカジノの利用時間を把握することができ、未成

年者などの入場を規制できる。さらに本パスをチップ購入機にかざ

さなければギャンブルをするためのチップが購入できない仕組みを

作る。これにより費やした金額を記録することが可能となる。   

考えられる問題としては虚偽の登録やパスの貸借りが行われる可

能性がある。これを防ぐために虚偽の登録や貸借りが発覚した時点

で、パスの利用を停止しギャンブルの利用を制限するなどの罰則を

与える。  

 (3)GATCHによる警告通達について  

前述した蓄積したデータに基づいて、ギャンブル依存症者になる

確率が高い人を選別する。そして遊技者本人とその家族にこのまま

ではギャンブル依存症になる可能性が高いこと及び既にギャンブル

依存症の疑いがあることを電子メールまたは書類で通達する。この

通達に含まれる内容としては以下を挙げる。  

①本人がギャンブル依存症になる可能性が高いこと及び既にギャン

ブル依存症の疑いがあることの通達  

②最寄りの相談所や医療機関の情報紹介  

③自助グループの情報紹介  

④特別な理由を報告しないまま1ヶ月以内に相談所に行かない場合

は本パスの段階的な利用停止が行われることの通達  

この通達によって本人はギャンブル依存症の可能性を早い段階で自

覚でき、借金などギャンブル依存症によって生じる問題が深刻化す

る前に依存症対策の手を打てる。また家族にも情報が伝わること、

相談所への訪問が義務付けられることにより、家族や周囲の人と協

力してギャンブル依存症の治療に取り組めるようになる。   

 (4)GATCHによる利用規制について  

本人又は家族からギャンブル施設の利用規制申請があった場合は

その時点から本人に対して利用規制を行う。利用規制の内容は以下

3つの選択肢の中から本人及びその家族が希望する規制方法を個別

に採用する。ギャンブルの利用を完全停止したい場合は、パスの利

用を停止し一切のギャンブル施設の入場を禁止する。完全停止ほど

ではないがギャンブルの過度な利用を控えたいという場合は、一定

期間内の最大利用金額や最大利用時間の設定を行う。そしてその金

額や時間を超過した時点でパスの利用を停止する。利用制限する程

ではないが本人がギャンブルを利用したかどうかを家族が知りたい

場合は、本人のギャンブル利用時にその家族に通達する。 また家

族による申請の場合、入場制限対象者本人の意思に関わらず入場制

限を実施するため、入場制限対象者による異議申し立てを認める。 

 

図11 GATCHの利用の流れ 

 

(GATCHの利用の流れ筆者作成)  

【実現可能性】  

本提言を実施する際に考えられうる問題は2つある。1つ目は費

用の問題である。カジノ及び公営競技施設の改札の設置費用、公営

競技のチケット売り場でのGATCH読み取り機の設置費用、パチン
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コ・パチスロ店における発券機の設置費用が必要となる。この費用

をどこから捻出するかが課題となる。IR実施法ではカジノ施行者

は収益の30％を納付金として国と施設がある都道府県に収めるこ

とが義務付けられている。その使途は観光振興や福祉の公益事業に

充てることも明記されている。そこでこの福祉への納付金の一部を

ギャンブル依存症対策への投資としてこれらの費用に充てる。また

パチンコ・パチスロ及び公営競技においても売上の一部をギャンブ

ル依存症対策費用に充てることとする。  

2つ目はプライバシーの保護の問題である。ギャンブル利用歴や

借金歴などを管理することがプライバシーの侵害とならないかが問

題となる。ここでは収集したデータはギャンブル依存症対策と研究

にのみ用いることを定める。また本人の許可なく第三者に情報を提

供することはなく、本人の請求による情報の開示も認める。こうす

ることでプライバシーの保護は確保されると考える。  

また政府のカジノ規制案にもマイナンバーを用いてカジノの入場

制限を行うことが含まれており、本提言は政府の方針と同じ方向性

であると考えられる。そのため、上記の問題を解決することで実現

可能性はあると考える。  

 

政策提言Ⅱ ギャンブル依存症アドバイザーの設置と質の確保   

 

【概要】 

 すべてのギャンブル施設にギャンブル依存症アドバイザーの設置

を義務付ける。これによりギャンブル施設における依存症ケアの質

の向上を目指す。提言対象は厚生労働省、全国の相談所等である。 

この政策は現状と本章第1節で述べた8つの観点のうち 

①パチンコ・パチスロ事業者及び公営競技施行者の対応 

④広告規制 ・啓発促進 

⑥相談・治療体制 

に対しての提言である。 

【詳細】 

ギャンブル施設における依存症者ケアの質の向上に向けてギャン

ブル施設におけるギャンブル依存症アドバイザーの設置、アドバイ

ザーの質の確保、アドバイザーの認知拡大について順に説明する。 

(1)ギャンブル依存症アドバイザーの設置について 

パチンコ・パチスロ遊技客に対して依存症問題への適切な案内が

できる担当者を各店舗に配置する「パチンコ・パチスロ安心安全ア

ドバイザー」制度がある。この制度の対象を全てのギャンブル施設

へと拡充し、アドバイザーの設置を義務化する。これによりギャン

ブル依存症者が気軽に相談できる機会が増え、依存症の早期発見に

つながる。 

(2)アドバイザーの質の確保 

 アドバイザーを認定する際に、講習会の実施に加えて十分な知識

を有しているか調べるためのテストを実施する。実施機関は厚生労

働省である。これによりギャンブル依存症者に対する適切なケアに

必要な知識を確保する。さらに、アドバイザーとして認定された後

も1か月に1回程度の定期的な合同研修を実施し、アドバイザーの

恒常的なスキルアップに繋げる。また、専門の相談所や医療機関に

よる協力のもと、ギャンブル施設においてギャンブル依存症に関す

る相談を受けた際の対応マニュアルを設ける。これらにより、アド

バイザーによる適切かつ客観的な対応が可能となり、相談対応の質

の向上が見込まれる。 

(3)アドバイザーの認知拡大 

 現在公営競技においてギャンブル依存症の相談を受け付ける制度

が存在する。しかしその制度はほとんど利用されていないという問

題がある。これを踏まえ、新たに導入されるアドバイザー制度には

その存在の認知度を高める必要がある。具体的には、政策提言Ⅰで

述べたGATCHの登録者宛てにアドバイザーの情報を設けた電子メー

ルを定期的に配信する。 これらの取り組みによって、アドバイザ

ーの認知拡大が可能となる。 

【実現可能性】 

パチンコ・パチスロでは既に当初の目標を大きく上回る全国カバ

ー率約94％のアドバイザーが輩出されている。 そのため公営競技

やカジノの施設数はパチンコ・パチスロ店の数よりもはるかに少な

いこと、また公営競技ではギャンブル依存症の相談対応の制度自体

は存在していることから、ギャンブル依存症アドバイザーを新たに

設けること可能であると考えられる。またアドバイザーの質の確保

についても実現可能性は高いと考える。現在でも独自のセミナーや

勉強会を既に実施している相談所や医療機関は存在している。その

対象者をアドバイザーにも広げることで知識を増やす機会は確保で

きる。アドバイザーの認知拡大についても、電子メールの一斉送信

は難しいことではなく実現可能性は高い。 

 

政策提言Ⅲ 包括的な相談環境の構築 

 

【概要】 

ギャンブル施設、相談所・医療機関、自助グループ、趣味の会の

連携を強化し、包括的な相談環境の構築を提言する。これにより多

くのギャンブル依存症者及び疑われる者の相談環境の充実を目指

す。なお提言対象は厚生労働省である。 

この政策は現状と本章の第1節で述べた8つの観点のうち 

①パチンコ・パチスロ事業者及び公営競技施行者の対応 

④広告規制 ・啓発促進 

⑥相談・治療体制 

に対しての提言である。 

【詳細】 

ギャンブル施設、相談所・医療機関、自助グループ、趣味の会の

役割を順に説明する。 

(1)ギャンブル施設の役割 

 政策提言Ⅱのアドバイザーがギャンブル依存症者及び疑われる者

からの相談に対応する。その際に相談所や医療機関、自助グルー

プ、趣味の会への訪問も促す。また、政策提言ⅠのGATCHから得た

ギャンブルに関する個人の情報を相談所・医療機関と共有する。 
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(2)相談所・医療機関の役割 

 共有されたGATCHの情報をもとにギャンブルに関する相談受付や

治療を行う。またギャンブル施設におけるアドバイザーの教育を行

う。これにより個人の特性に合った相談受付や治療を行える。また

ギャンブル施設のアドバイザーの質の確保に繋がる。 

(3)自助グループの役割 

自助グループは、ギャンブルに関して問題を抱えている者及びその

家族が匿名で参加できる場である。そのためGATCHを通じた個人情

報の取り扱いは行わず、彼らが周囲の目を気にせず参加できる場と

しての役割を果たす。 

(4)趣味の会の役割 

 趣味の会では、ギャンブル依存症者が新たな相談相手や生き甲斐

を見つける場となる。分析結果から友人との関係が良好である者、

趣味会に参加している者はギャンブルにはまりにくいことが明らか

になった。そこでギャンブル依存症者が趣味の会に参加することに

より新たなギャンブル以外の趣味を見つけることが期待される。 

 

図12 包括的な相談環境の構築 

(包括的な相談環境の構築筆者作成) 

 

【実現可能性】 

 既存の施設を利用しその役割の拡充と連携をはかるため、費用面

での実現可能性は高いと言える。『ギャンブル等依存症対策の強化

に関する論点整理』はギャンブル依存症の相談・治療体制を整備し

地域において依存症患者を診療できる体制の確立が必要不可欠であ

ると記載されているため、地方自治体の協力も期待できる。また政

策提言Ⅰで述べたGATCHの段階的な利用停止制度により、ギャンブ

ル依存症者及びその疑いがある者が相談所や医療機関を訪問するイ

ンセンティブも大きい。そのためこの連携体制は十分に機能すると

言える。以上よりこの提言の実現可能性は高い。 

 

政策提言Ⅳ 青少年のギャンブルリテラシー教育の拡充 

 

【概要】   

分析により若年層が最もギャンブル依存症に陥りやすいことが明

らかになった。そこで青少年のギャンブルリテラシーを向上させる

ために、保健体育の教科書にギャンブル依存症項目の追加、相談所

職員による学校での特別講義の開催の2つを提言する。これにより

法的なギャンブル開始可能年齢以前にギャンブルに関する正しい知

識を養うことが可能になる。なお提言対象は文部科学省である。  

この政策は現状と本章の第1節で述べた8つの観点のうち 

⑦普及啓発 

⑧学校教育 

に対しての提言である。 

 

【詳細】   

(1)保健体育の教科書にギャンブル依存症項目の追加   

依存症の中でも薬物依存症やアルコール依存症については保健体

育の教科書に記載があり、学習機会が提供されている。しかしギャ

ンブル依存症に関しての記載はなく、授業でも取り上げられていな

い。そこで保健体育の教科書にギャンブル依存症の項目を新たに追

加し、学生がギャンブル依存症を学習する機会を提供する。  

(2)相談所職員による特別講義の開催   

地域の相談所や精神福祉センターと学校が連携して小中高校で定

期的に相談所やセンターの職員によるギャンブル依存症に関する特

別講義を行う。これにより教科書での学習に加え、よりリアルなギ

ャンブル依存症の実態や脅威を学生に伝えることが可能となる。   

【実現可能性】   

 文部科学省はギャンブル依存症を学習指導要領解説に盛り込む必

要性指摘している。文部科学省の意向と合致しており、教科書にギ

ャンブル依存症の項目を追加することは実施されうる可能性は高

い。また、相談所職員による特別講義の開催について、現段階で自

主的な講座やセミナーを開いている相談所や精神福祉センターもあ

るため、近隣の学校に出向いて同様の講座を提供することはそれほ

ど難しいことではない。以上より実現可能性は高いといえる。 

 

３ 政策提言のまとめ 

 

政策提言Ⅰより、未成年者のギャンブル利用や本人・家族申告の

入場規制をより厳格に行うことができる。またギャンブルに関する

ビッグデータの蓄積によって、将来より効果的な依存症対策が実施

されることが期待される。政策提言Ⅱ・Ⅲより、ギャンブル施設に

質の確保された包括的な相談・治療体制が実現され、依存症者の早

期発見や回復につながる。政策提言Ⅳより、青少年のギャンブルリ

テラシーを向上させ、彼らが興味本位でギャンブルを開始しギャン

ブル依存症に陥ってしまう可能性を防ぐ。以上3つの政策提言とよ

り、効果的なギャンブル依存症対策が実現され、既存のギャンブル

依存症者の回復と新規のギャンブル依存症者の予防につながる。そ

の結果、日本のギャンブル依存症有病率が低下し、本稿のビジョン

である「健全な日本社会の実現」が達成されると考えられる。 
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図13 政策提言まとめ 

 

(政策提言のまとめ筆者作成) 

 

Ⅵ おわりに 

 

本稿では、日本のギャンブル依存症有病率を低下させることを目

的として、パチンコ・パチスロ、公営競技、カジノに注目して研究を

進めた。現状分析より、ギャンブル依存症は既に深刻な社会問題で

ある上、カジノ誘致によりさらに悪化する可能性があるにもかかわ

らず、有効なギャンブル依存症対策が講じられていないことが明ら

かとなった。この現状に問題意識持ち、現状分析や実証分析に基づ

き、4つの有効なギャンブル依存症対策を提言した。 

 しかし、本稿には課題も残されている。分析でカジノによるギャ

ンブル依存症者の特性を考慮できなかった点である。これは日本に

はカジノがまだ誘致されておらず、データが存在しなかったためで

ある。本稿においては他のギャンブルのデータで代用した。しかし

これからはデータの収集が進み、ギャンブルの種類別の詳細な分析

が可能になってくると思われる。そのためこの課題ついては今後の

研究課題としたい。  

 最後に、本稿がより多くの人が健全にギャンブルを楽しめる日本

社会の実現の一助となることを期待して、本稿を締めくくる。 
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第 2 章 

 

老朽化する社会資本のリノベーション 

に関する実証分析2 
～維持修繕工事の入札契約制度の再検討～ 

 
白木亮太郎 

野杁彩世 

前川賢太 

 

要旨 
本稿では老朽化していく社会資本に対して、コストパフォーマンスに優れた維持修繕を行うために、工

事ごとの詳細なデータを用いて、落札に対する価格・技術要因の影響について制度変更前後の変化と入札

率の変動要因について実証分析を行い、その結果を基に政策提言を行った。 

現在の日本においては、高度経済成長期に建てられた社会資本が老朽化を迎えており、その維持管理費

は将来にわたり増大してゆく一方、公共工事に使うことのできる予算は年々減少している。従ってコスト

面での効率的な公共工事の実現が求められる。 

社会資本の維持管理は維持修繕工事という公共工事によって行われており、入札契約によってその価

格が決定されている。現在の入札制度では、価格と価格以外の技術要素等を総合的に評価して落札者を決

定しており、2013 年には新たなガイドラインが策定され、制度の改善が図られた。しかし維持修繕工事

の入札状況を見てみると、依然として様々な問題が指摘されている。 

このような問題意識の下、二つの実証分析を行った。分析 1 では、落札に対して価格要因と技術要因が

どのように影響しているのかを、2013 年のガイドライン策定前後で比較した。分析の結果、ガイドライ

ン策定後に技術要因の影響が大きくなっていることが明らかになった。次にコストを抑えた維持修繕工

事を目指すために価格についての考察を行った。一つ目の分析結果と価格についての考察から「技術が高

い（と予測することができる）企業は入札価格を下げるインセンティブは小さい」という仮説を立てた。

この仮説を基に入札率を被説明変数とし、評価項目の他に参加企業数を説明変数に加え、二つ目の分析を

行った。分析の結果、参加企業数の増加は入札率を下げること、優良工事技術者表彰を受けている企業ほ

ど入札率が高くなることが明らかになった。この結果について、優良工事表彰を受けている企業との比較

で、プロスペクト理論（利得による価値よりも損失による価値の方が大きいと感じること）に基づく損失

を回避するような行動の有無という観点から考察した。 

 以上の分析の結果から、優良工事表彰および優良工事技術者表彰の加算点の有効期間を縮めること、同

種性が高い工事実績への配点を下げ、維持修繕工事の実績件数による加算点を他種工事の評価項目に設

けることを提言する。これらの政策により、コストパフォーマンスに優れた維持修繕工事の実現を目指す。

                                                      
2 本稿の作成にあたっては山内直人教授（大阪大学）をはじめ、塩谷雅弘准教授（金沢大学）、川浦明彦教授（同志社

大学）、菅原宏太教授（京都産業大学）、瀧澤仁唱教授（桃山学院大学）、竹本享教授（帝塚山大学）、野村浩二教

授（慶応義塾大学）など多くの方々から有益かつ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。

しかしながら、本稿にありうる限り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである 
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Ⅰ はじめに 

 

近年、日本は様々な災害に見舞われ、道路や橋などの損壊が頻発

している。日本の社会資本の多くは高度経済成長期に建設されてお

り、現代においてその老朽化が日本全体で問題となっている。政府

は維持管理・更新費に掛かる費用について推計を行っており、その

推計の結果、将来にわたって維持管理費は上昇していくことが示さ

れている。実際に、社会資本の維持管理を担う公共工事の工事金額

の推移は上昇傾向にあり、公共工事に対する予算が減少している日

本では望ましくない状況である。 

そこで政府は 2014 年にインフラ長寿命化計画の中でインフラマ

ネジメントという考えを打ち出した。イフラマネジメントとは、イ

ンフラの維持更新について今までのように対処療法的に修繕を行う

のではなく、戦略的な取り組みをすすめ限られた人材・資源でイン

フラを維持更新していくという考え方である。維持管理は国直轄の

機関から発注される公共工事によって行われ、公共工事の仕様や工

事金額等は入札契約で決定される。コストパフォーマンスの優れた

公共工事が求められているという考えの下、本稿では公共工事の工

事金額を決定する場である公共工事の入札契約に着目した。 

 本稿の構成は以下の通りである。第 1章では、日本の社会資本の

現状、また日本の財政状況について見た。次に現在の入札契約制度

である総合評価落札方式について、制度の背景から概要、制度内の

変遷について現状分析を行った。第 2 章では入札データを用いて分

析を行った先行研究として森本・荒井（2014）、松村ら（2011）など

をあげた。第 3章では、関東地方整備局が公開している入札データ

などを用いてロジスティック回帰分析と最小二乗法による重回帰分

析を行った。結果、現在の総合評価方式の評価項目では企業の損失

回避的な行動を抑制していることと参加企業数が入札率を引き下げ

ることが明らかになった。第 4章では第 3章の分析結果から、総合

評価落札方式の評価項目の見直しと維持修繕工事実績評価型の導入

の二つの政策提言を行った。 

Ⅱ 日本の社会資本を取り巻く現状 

 

１ 迫りくる社会資本の老朽化問題 
 

 日本の社会資本の現状について見ていく。現在日本では老朽化が

進む社会資本の維持をどう行うかが重要な論点となっている。 

 

（１）社会資本の維持管理に関する現状 

日本においては高度経済成長期に社会資本が集中的に整備され、

そうした社会資本は建設後30年から50年が経過しようとしている。

国土交通省によると 2030年までに建設後 50年を超える社会資本の

割合がさらに高まることが指摘されている（国土交通省（2012））。

2030年までに、例えば下水道管渠では約19%、道路橋では約53%、排

水機場、水門等では約60%が建設してから50年経過することになる

と考えられている。このように社会資本の老朽化が進行していく中

で、今後社会資本の維持管理費が増大していくことが見込まれてい

る。図 1 は現在から将来にかけての、社会資本の維持管理費と更新

費の合計額を推計したものである。ここでは2050年までの推計がな

されており、推計当時の 2012年の値と比較しても 2050年までに約

2倍の維持管理費・更新費がかかることが予想されている。今後の国

土の利用方法や地域の構造変化の見通し、技術開発による維持管理

費・更新費の低減の可能性などについては不確定な要素が多いもの

の、将来インフラの機能劣化による経済競争力の低下や安全面が脅

かされないように対策する必要がある。  

 

図 1 維持管理費・更新費の将来推計 

 

データ出所:「国土交通白書2012」 

 

社会資本の老朽化が課題とされている中で財政面での問題も指摘

されている。日本の財政では公共事業関係費が公共工事のために投

資される国の予算となる。国税庁によると、公共事業関係費とは、

道路や港湾、住宅や下水道、公園、河川の堤防やダムなど、社会経

済活動や国民生活、国土保全の基盤となる施設の整備に使われる予

算のことである（国税庁HPより）。国土交通省によると公共事業

関係費は長期にわたり減少が続いているとされている(図2)。この

ような公共事業関係費の減少は2001年ごろから始まっており、ピ

ーク時の半分程度まで落ち込んでいることがわかる。 
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図 2 公共事業関係費の推移 

 
データ出所： 

財務省「昭和24年度以降主(重)要経費別分類による一般会計歳出

当初予算及び補正予算」 

 

政府はこういった財政状況の中で公共事業のコスト改善を進めて

いる。2008年に策定した国土交通省公共事業コスト構造改善プロ

グラムではVFM（Value for Money：経済性にも配慮しつつ、公共

事業の構想・計画段階から維持管理までを通じて投資に対して最も

質の高いサービスを提供すること）の最大化を重視し、①環境負荷

の低減による社会的コスト構造の改善、②施設の長寿命化によるラ

イフサイクルコスト構造の改善、③民間企業の技術革新によるコス

ト構造改善の三つを評価する総合コスト改善率を設定し、コストの

改善を目指した。その結果2012年に出された報告によると、2007

年度の標準的な公共事業コストと比較して11.7%のコスト改善率が

あげられたと報告されており、コスト改善の流れが進んでいる。 

 

（２）維持修繕工事とは 

前項では、社会資本の維持管理費の推計や公共工事全体の予算に

ついて分析した。本項では具体的に、社会資本の維持管理を行う維

持修繕工事に焦点をあてる。維持修繕工事とは、社会資本が老朽化

した際や耐震年数を超えた際にその補強・修繕を行う工事である。

維持修繕工事は公共工事の種類の一つであり、国土交通省直轄の各

地方整備局から発注され、入札契約によって落札者が決定される。 

先の維持管理費に関連して、維持修繕工事の工事金額の推移につ

いて見てみる。図3はデータの取得が可能であった2010年から2017

年の関東地方整備局のデータを用いて作成した。このグラフから、

政府の将来推計にあるように、維持修繕工事の工事金額は上昇傾向

にあることが分かる。 

 

図 3 維持修繕工事の工事金額の推移 

 

データ出所：関東地方整備局入札データ（2010～2017） 

 

さらに、維持修繕工事の入札状況から維持修繕工事の特徴につい

て見ていく。なお、以下で用いる落札率とは入札契約で用いられる

用語であり、落札価格を予定価格で除した値のことである。落札率

と同様の用語として入札率があり、これは入札価格を予定価格で除

した値である。予定価格とは公共工事の発注者が設定する工事の請

負金額の上限のことである。入札価格は入札契約に参加した企業が

工事の請負金額として提示した価格のことであり、落札価格は入札

参加企業の内、落札した企業の提示した価格のことである。 

図 4と図 5のグラフより、維持修繕工事の落札率は他の工事に比

べてやや高いこと、維持修繕工事では平均入札参加企業数が少ない

ことが分かる。さらに松村ら（2011）では、一般土木工事において参

加企業が増えると、落札率が低下すると指摘されている。維持修繕

工事についてもこの結果を類推すると、維持修繕工事の落札率が高

いことの原因の一つには他工種に比べて参加企業数が少ないことが

あげられるだろう。また、国土交通省は「修繕工事には、新設工事と

比べて多くの労力を要し、人件費や機材のコストも割高になる場合

がある。そして修繕工事は発注規模が小さく、収益性が低いという

建設業界からの指摘もある」ことを示している（国土交通省（2014）

より）。 
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図 4 工種・年度別の落札率の平均値 

 

図 5 工種別の平均入札参加企業数 

 
データ出所：一般財団法人建築コスト管理システム研究所 

「建築コスト研究年報第16号」（2017）（図4図5） 

 

これまでの現状をまとめると、老朽化により社会資本の維持管理

費は将来上昇することが見込まれ、実際に維持修繕工事の工事金額

は上昇傾向にある。その一方で公共工事に使うことができる公共事

業関係費はここ数年減少傾向にある。このことから維持修繕工事に

は、将来の老朽化に備えて工事の質を確保しつつよりコストを抑え

た工事を行うことが求められる。しかしながら、維持修繕工事の落

札率は高いまま推移しており、参加企業数も他種工事より少ない。

入札契約においてこうした現状が続くことは期待されている維持修

繕工事の達成のためには問題であるといえる。 

そこで、本稿では維持修繕工事を含む公共工事の価格が決定され

る公共工事の入札契約制度について着目し、研究を進める。 

 

２ 公共工事の入札契約制度について 

  

公共工事の入札契約制度では、落札者を決定するために2005年の

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（以下、品確法）制定に

より総合評価落札方式が導入された。ここでは総合評価落札方式に

ついて概観していく。 

（１）品確法の制定 

品確法制定の背景は談合問題にある。日本では戦後に公共事業の

発注が増えるにつれて業者間による談合が多発した。国は談合対策

として独占禁止法の強化や官製談合防止法を制定した。しかし、談

合の抑止に伴い入札において過激な価格競争が行われるようになり、

受注優先の安値受注による工事品質の低下の発生という新たな問題

が発生した。 

そこで、2005年に公共工事の品質を確保するために品確法が施行

された。そして品質を確保するために、価格のみによる競争から「価

格と品質で総合的に優れた調達」への変更を目的として、総合評価

落札方式が導入された。総合評価落札方式とは、従来の価格のみに

よる自動落札方式とは異なり、「価格」と「価格以外の要素」(企業

の技術力など)を総合的に評価する落札方式である（国土交通省

（2004）より）。現在、総合評価落札方式は全都道府県で導入されて

おり、ほぼすべての工事で適用されている（図6）。 

 

図 6 総合評価落札方式の適用率と実施件数  

 

データ出所： 

国土交通省「直轄工事における総合評価落札方式の実施状況

（2015） 

 

（２）総合評価落札方式の変遷 

従来の総合評価落札方式では 2005 年度に策定されたガイドライ

ンにより工事の難易度（技術的な工夫の余地）や予定価格（工事規

模）に応じて、簡易型、標準型、高度技術提案型の三つのタイプの中

から一つを選択する形式がとられてきた。簡易型は技術的な工夫の

余地が小さい工事で、簡易な工事計画や類似工事の経験、工事成績

に基づき評価するものである。高度技術提案型は技術の工夫の余地

が大きい工事に対して、企業の高度な技術提案を基に評価を行うも

のである。標準型は簡易型と高度技術提案型の中間のような位置づ

けになっている。総合評価方式はほぼすべての工事で適用されるよ

うになった一方で問題も生じるようになった。具体的には技術提案

に係る競争参加者・発注者の負担の増加や、高度技術提案型の低い

適用率による民間の技術活用理念からの乖離、手持ち工事量や地域

貢献項目などによる評価項目の複雑化による品質確保理念からの乖

離といった問題が生じるようになった。 

 こうした課題に対応するために、国土交通省は 2013 年に新たな

総合評価落札方式の運用ガイドラインを策定して課題の解決を図っ

た。このガイドラインにおいて、これまで三つのタイプで行われて

いた総合評価落札方式が施工能力評価型と技術提案評価型に二極化

されることとなった。施工能力評価型は技術的工夫の余地が小さい

工事を対象に、適切で確実な施工を確認する場合に適用されるもの

である。ここでは業者の業績、技術者の能力、実績、などが評価され
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ることになった。この施工能力評価型ではこれまでの簡易型、標準

型などと比べて審査プロセスをできるだけ簡潔にすることにより、

よりスムーズな落札方式となることが目指された。技術能力評価型

は技術的工夫の余地が大きい工事を対象に高度な技術提案を求め、

民間の優れた技術を活用することにより公共工事の品質をより高め

ることを目指し適用されるものである。このように総合評価落札方

式の二極化により、受注者と発注者の負担軽減を図るとともにさら

なる品質向上が目指された（図7）。 

図 7 ガイドライン策定の概要

 

国土交通省 

「総合評価落札方式の改善（二極化）の状況と今後の方向性」

（2014）より筆者作成 

 

 国土交通省の「総合評価方式の改善（二極化）に関する調査・分

析」では参加競争者、発注者へのアンケート調査が行われている。

ここでは二極化後の施工能力評価型について競争参加者及び発注者

の負担が減少したことが示されている。また技術提案型についても

品質の向上に期待できると応えた競争参加者が 3割近くおり、ガイ

ドラインの適用に一定の効果が示されている。一方で二極化したこ

とにより、施工能力評価型において同種工事の実績がない場合に技

術点の得点が得にくくなり、受注実績のない中小企業にとっては競

争において不利な立場になるとの懸念が新たに示されている。これ

は施工能力評価において施工計画の加点評価を無くし、企業・技術

者の評価のウエイトが高くなったためとされている。「同種の実績」

があるかないかについて加点しすぎると、特定の企業ばかりが加点

を得るという状況が生じることが企業間の競争の観点から問題視さ

れている。 

 

（３）総合評価落札方式の評価方法 

総合評価落札方式では、以下の計算式で求められる評価値が最も

大きい業者が落札する。 

評価値＝
基礎点＋加算点＋施工体制評価点

入札価格
×100,000,000 

                                                      
3 ちなみに工事規模にもよるが、工事規模が最大の場合（予定価格が7億2000

万円の場合）技術点1点当たりの価格は約300万円ほどである。 

ここで基礎点とは入札説明書等に記載された発注者側の要求要件

を満たす場合に与えられる点数のことで、具体的には入札価格が予

定価格を超えないなどがある。この点数は要求要件を満たせば100

点、満たさない場合は0点が与えられる。次に加算点とは業者の技

術力等に応じて付与される点数で、評価型によって異なる（表

1）。最後に、施工体制評価点とは入札説明書の要求要件を実現で

きる体制であるかどうかを評価するもので、品質確保の実効性・施

工体制確保の確実性に応じて30点満点で付与される。3 

 

表 1 評価型ごとの加算点の配点 

施工能力評価型 40点 

技術提案評価型S型 60点 

技術提案評価型A型 70点 

国土交通省 

「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン」

（2017）より筆者作成 

 

上記の評価値の計算式からわかるように、入札時点での「価格以

外の要素」は入札業者の技術点（加算点と施工体制評価点の合計）

として評価される。そして技術点は、その工事の品質を表すものと

してしばしば用いられる。一方、工事の品質を表すもう一つの指標

として工事成績評定がある。工事成績評定とは「公共工事において、

工事が完成した段階で、発注者が工事ごとの施工状況、出来形及び

出来ばえ、技術提案などを採点する工事の（成績表）通知表のこと」

である（Being Collaboration （website）より）。つまり、工事前

は技術点、工事後は工事成績評定でその工事の品質を評価している。 

そこで、「技術点の高い業者が行った工事の工事成績評定は高

い」という仮説の下、技術点と工事成績評定の関係をみているのが

図8である。実際に技術点は工事成績評定と正の相関があることが

分かり、工事前の評価としての技術点は工事の品質を測るのに妥当

な指標と言える。 
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図 8 工事成績評定と技術点の相関図  

 

データ出所：関東地方整備局 

「平成27・28年度 請負工事成績評定の平均点ランキング」

（2016） 

関東地方整備局 入札データ（2016） 

 

３ 問題意識 

 

これまで見てきたように、現在の日本において政府の将来推計に

よると社会資本の維持修繕費が増大していくことが指摘され、実際

に維持修繕工事の工事金額は上昇傾向にある。その一方で、社会保

障費増大のため、公共工事の予算である公共事業関係費は2001年ご

ろから減少していることが明らかになっている。従って、限られた

予算の中でコストを抑えた維持修繕工事を行い、長期的な社会資本

維持を行うことが求められる。 

社会資本の維持を担う維持修繕工事は入札契約でその価格が決定

される。現在の入札契約制度では総合評価落札方式がとられており、

価格と技術の総合評価で落札者を決定している。総合評価落札方式

はその運用方法について改善されてきてはいるものの、維持修繕工

事については依然他種工事に比べて参加企業数が少なく落札率が高

いという現状がある。入札契約においてこのような状況が続くこと

はコストパフォーマンスの優れた維持修繕工事を行うことを阻害す

ると考えられる。本稿ではこのような問題意識の下、次章以降望ま

しい維持修繕工事を達成するために実証分析、政策提言を行う。 

 

Ⅲ 先行研究と本稿の新規性 

 

１ 先行研究 

 

駒田ら（2010）では維持修繕工事の契約・積算についてアンケー

ト調査を実施して考察を行っている。この中で契約に関して、1件

当たりの工事規模の拡大を望む声があるものの、地域ごとに結果が

異なることを示している。また、維持修繕工事において工事金額が

低いものが多いことで入札の不調（入札時に入札者がいない状態）

や不落（入札価格が予定価格を上回っている状態）につながってい

る可能性を指摘している。こうした状況から維持修繕工事を円滑に

調達するための制度作りが必要であると結論付けている。 

森本・荒井（2014）では落札の成否に対して価格の要因と技術の

要因がどの程度影響しているかを実証分析により明らかにしてい

る。この分析では四国地方整備局の一般土木工事、その中でも工事

規模が7億2000万円以上の大規模工事を対象としている。被説明

変数として落札したか否かのダミー変数をとり、説明変数として入

札率や技術点、その他参加企業数や季節調整のために月ダミーを用

いている。ここで入札率と技術点の係数を比較するために対数型を

とり、弾力性として考察を行っている。分析の結果、価格要因であ

る入札率の弾力性が技術要因である技術点の弾力性よりも4倍大き

くなっていることから、価格要因は技術要因よりも落札の成否に対

して4倍の影響力があると結論付けている。 

松村ら（2011）では落札率の変動要因が分析されている。この研

究では関東地方整備局のデータを用いて一般土木工事、アスファル

ト工事について落札率を被説明変数とした実証分析を行っている。

結果として一般土木工事においては調査基準価格の設定が落札率に

対して正の影響力を持ち、入札に参加した企業数が落札率に対して

負の影響力を持つことが明らかとなった。一方でアスファルト工事

に関しては同様の結果が得られなかったことから、工種によって落

札率に影響を与える要因は異なると結論付けている。 

また森本ら（2007）では四国地方整備局のデータを用いて「工事

成績評定が施工プロセスを含む品質指標として一定の信頼性がある」

と仮定して分析を行っている。ここでは落札率、価格競争状態、落

札企業の過去の工事成績評定、落札企業の過去の当該地域での指名

実績の四つと工事成績評定の関係を分析している。結果では、落札

率に関して工事成績評定との間に正の相関関係があることが明らか

となった。また過去の当該地域での指名実績が工事成績評定と関係

があることが示されており、この関係がこの研究で取り上げられた

四つの指標の中で最も論理的整合性が高いと結論付けている。 
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２ 本稿の位置づけ 

 

駒田ら（2010）では維持修繕工事に着目して研究を行っているも

のの、アンケート調査の集計結果を考察しているにすぎず、実証分

析は行われていない。公共工事に関して実証分析を行っている先行

研究としては、森本・荒井（2014）・松村ら（2011）・森本ら

（2007）がある。 

しかし、森本・荒井（2014）では2013年に策定されたガイドラ

インの影響が考慮されず、分析対象が2002～2011年の入札データ

に限られている。また、松村ら（2011）では一般土木工事のみが対

象となっており、維持修繕工事についての分析は行われていない。

森本ら（2007）では工事成績評定と四つの指標との関係が分析され

ているものの、1対1対応の分析のみ行われており、また使用され

ているデータについても全工事を対象としているために、維持修繕

工事の特徴が考慮されていないと考えられる。 

以上のことから、2013年のガイドライン策定を考慮した上で、

落札の成否に与える要因を実証分析し、維持修繕工事について入札

率の変動要因の実証分析を行うことが本稿の新規性である。 

 

Ⅳ 入札データを用いた実証分析 

 

１ 分析の枠組み 

 

本稿では「維持修繕工事の入札において、コストパフォーマンス

の優れた公共工事の入札契約が結ばれているかを明らかにする」と

いう分析目的の下、二つの実証分析を行う。 

一つは「2013年度に策定されたガイドラインによって、落札に対

する価格要因と技術要因の影響がどのように変わったのか」という

リサーチクエスチョンの下、ガイドラインの策定前後で価格要因と

技術要因が落札に与える影響の大きさについてロジスティック回帰

分析を行う。この分析の結果を比較して、ガイドライン策定の影響

を考察する。 

 次に、さらなるコストを抑えた維持修繕工事を目指すために価

格についての考察を行う。この考察から「技術の高い企業は入札価

格を下げるインセンティブが小さい」のではないか、という仮説を

立てた。 

この仮説の下、「維持修繕工事での施工能力評価型における評価

の大きさは入札率にどのように影響するか」というリサーチクエス

チョンを立て、入札率と評価の高さについて最小二乗法により重回

帰分析を行う。以上二つの分析結果を基に政策を提言する。 

２ 価格要因・技術要因が落札結果に与える影

響（ガイドライン策定の効果） 

 

（１）分析の概要と使用するデータ  

本分析では、価格要因と技術要因が落札に与える影響を調べるた

めに、落札の成否を被説明変数とした。ただし、ガイドラインが策

定されその運用が開始されたのは2013年の半ばからであるため、

データは2010～2012年と2014～2017年のものを用い、同じ推定式

で二つの分析を行った。なお、変数が変化した時の確率がどの程度

変化するかを得るために、ロジスティック回帰分析での推定の後、

限界効果を算出した。限界効果とは、説明変数が1単位当たり上昇

した場合に被説明変数の確率（ここでは落札する確率）が何%上昇

（または低下）するかを示すものである。 

データ出典は2010～2017年の関東地方整備局入札データであ

る。関東地方整備局入札データは、2001年度から施行されている

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を下に、

公共工事における入札契約適正化を目的として公表されている。入

札者名や入札金額、契約の内容（契約の相手方、工事の概要、工

事、契約金額）などが公表されており、その年度に入札契約が行わ

れた工事についての情報が公開対象となっている。一つ目の分析に

用いるサンプルは変数の全て揃った3,813サンプルである。 

 

（２）変数選択  

①入札率 

現状でも見たように、評価値の大小によって落札が決定し評価値

は入札価格に大きく影響される。維持修繕工事において、各工事の

規模をコントロールした上で価格要因の影響がどの程度であるのか

実証するために、説明変数として入札価格を予定価格で除した入札

率を用いる。総合評価方式の評価値の計算式から入札価格が小さく

なると評価値が大きくなることが分かる。従って入札率は、小さく

なると落札しやすくなるという負の影響力を持つと予想できる。 

 

②基礎点＋加算点 

 この基礎点＋加算点は、先行研究でも用いられているように、企

業の技術要因を表す指標として説明変数に用いる。総合評価方式の

評価値の計算式から、基礎点＋加算点が大きくなると評価値が大き

くなることが分かる。従って、基礎点＋加算点が大きくなると落札

しやすくなるという正の影響力を持つと考えられる。 

 

③1年あたりの企業の落札回数 

 企業の落札回数は企業がその年度に何回落札することができたか

を表す。落札している回数が多い企業ほど、落札するノウハウが蓄

積されているため、落札に対して正の影響力があると考えられる。 

④1年あたりの企業の入札回数 

 企業の入札回数は、企業がその年度に入札に参加した回数を表し

ている。入札するためには、地方整備局が発注する工事の見積もり

などの作成によりコストがかかる。従って、入札している回数が多

い企業ほど、余裕があり企業の規模が大きいと考えられる。企業の
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規模が大きいとそれだけ入札契約についての経験値があり、落札に

対しては正の影響力を持つと予想できる。 

 

⑤工事への参加企業数 

 工事への参加企業数は、一つの工事に対して入札した企業の数を

表している。この変数はそれぞれの工事の入札における競争の度合

いをコントロールするために用いる。なお、入札契約における競争

を前提として分析を行うため、参加企業数は2者以上の工事のみを

対象とした。 

 

 

 

 

（３）推定モデル 

 被説明変数の落札結果をダミーと捉え、その落札の落札確率につ

いてロジスティック回帰分析を行う。 

Ln(
𝑝

1−𝑝
)=∝ +𝛽1𝑋1𝑖𝑗 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑗 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑗 + 𝛽4𝑋4𝑖𝑗 + 𝛽5𝑋5𝑖𝑗 

p:落札確率 

∝:定数項 

𝑋1𝑖𝑗:入札率 

𝑋2𝑖𝑗:基礎点＋加算点 

𝑋3𝑖𝑗:1年あたりの企業の落札回数  

𝑋4𝑖𝑗:1年あたりの企業の入札回数 

𝑋5𝑖𝑗:工事への参加企業数 

j=1（2010～2012） 

=2（2014～2017） 

以上の変数の記述統計量を以下に示す。

 

表 2 記述統計量（2010～2012） 

 サンプル 平均 標準偏差 最小値 最大値 

落札の成否 2187 0.3525 0.4778 0 1 

入札率 2187 90.4825 5.3622 64.7236 99.9960 

基礎点＋加算点 2187 149.0349 21.5390 100 200 

落札回数 2187 2.3657 3.9858 0 24 

入札回数 2187 9.8070 10.8485 1 64 

参加企業数 2187 7.6410 4.7926 2 26 

 

表 3 記述統計量（2014～2017） 

 サンプル 平均 標準偏差 最小値 最大値 

落札の成否 1626 0.4575 0.4983 0 1 

入札率 1626 92.1733 4.3384 79.9967 115.8599 

基礎点＋加算点 1626 147.5984 6.7936 103 170 

落札回数 1626 1.8591 1.8162 0 8 

入札回数 1626 6.4526 5.1314 1 23 

参加企業数 1626 5.1642 2.9420 2 17 

 

（４）分析結果とその考察 

分析結果は以下のとおりである。統計ソフトはStata13を用いた。 

表 4 分析結果（2010～2012） 

 係数 標準誤差 Z値 有意性 

入札率 -0.0608 0.0100 -6.07 *** 

基礎点＋加算点 0.0172 0.0025 6.69 *** 

落札回数 0.5238 0.0360 14.53 *** 

入札回数 -0.1746 0.0133 -13.12 *** 

参加企業数 -0.2115 0.0156 -13.49 *** 

定数項 4.0974 0.9531 4.30 *** 

疑似決定係数＝0.2450 

***は1%水準で有意であることを示す 
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表 5 限界効果の算出結果（2010～2012） 

 dy/dx デルタ法標準誤差 Z値 有意性 

入札率 -0.0098 0.0015 -6.26 *** 

基礎点＋加算点 0.0028 0.0004 6.96 *** 

落札回数 0.0851 0.0047 17.87 *** 

入札回数 -0.0284 0.0018 -15.39 *** 

参加企業数 -0.0344 0.0021 -15.92 *** 

***は1%水準で有意であることを示す 

 

表 6 分析結果（2014～2017） 

 係数 標準誤差 Z値 有意性 

入札率 -0.0283 0.0142 -1.99 ** 

基礎点＋加算点 0.0959 0.0106 8.97 *** 

落札回数 0.6133 0.0498 12.30 *** 

入札回数 -0.1619 0.0175 -9.21 *** 

参加企業数 -0.2223 0.0254 -8.73 *** 

定数項 -10.7606 2.0707 -5.20 *** 

疑似決定係数＝0.3331 

***,**はそれぞれ1%,5%水準で有意であることを示す 

 

表 7 限界効果の算出結果（2014～2017） 

 dy/dx デルタ法標準誤差 Z値 有意性 

入札率 -0.0048 0.0024 -2 ** 

基礎点＋加算点 0.0163 0.0016 9.87 *** 

落札回数 0.1044 0.0070 14.88 *** 

入札回数 -0.0275 0.0027 -10.15 *** 

参加企業数 -0.0378 0.0039 -9.55 *** 

***,**はそれぞれ1%,5%水準で有意であることを示す 

  

以上の分析結果に対する考察を行う。なお、以下では2010～

2012年の結果をガイドライン策定前、2014～2017年の結果をガイ

ドライン策定後と記す。 

 「入札率」に関して、ガイドラインの策定前後でともに落札確率

に対して負に有意となる結果となった。これは先行研究と予想に一

致している。ガイドライン策定前の限界効果が0.98%、ガイドライ

ン策定後の限界効果が0.48%となっており、その差が小さいもの

の、ガイドラインの策定後には落札に対して価格要因の影響は小さ

くなっていることが示唆される。 

 次に「基礎点＋加算点」について見てみる。この変数はガイドラ

イン策定の前後でともに正に有意な結果となった。これは先行研究

と予想に一致する結果である。ガイドライン前後の落札に対する影

響について限界効果を見てみると、ガイドライン策定前は加算点が

1点上昇すると、0.2%落札確率が上昇し、ガイドライン策定後は加

算点が1点上昇すると1.6%落札確率が上昇するという結果になっ

ている。これより、ガイドライン策定後において技術要因が落札に

与える影響は大きくなっていると解釈できる。 

また「1年あたりの企業の落札回数」は予想通り、正に有意にな

った。係数については、ガイドライン策定前は落札回数が1回増え

ると落札する確率が約8%上昇し、ガイドライン策定後は、落札回

数が1回増えると落札する確率が約10%上昇するという結果になっ

ており、ガイドライン策定後は落札回数が落札に与える影響がやや

大きくなっていることが読み取れる。  

「1年あたりの企業の入札回数」は予想に反し、負に有意となっ

た。これは関東地方整備局での入札状況として、いくつもの入札に

参加している企業は、様々な工事に参加しているためにそれぞれの

入札が疎かになってしまい、落札する確率が低くなっていると考え

られる。限界効果については、入札回数は1回増えると、ガイドラ

インの策定前後で変わらず落札する確率が約2%低下するとの結果

が得られた。  
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３ 加算点が入札率に与える影響 

 

（１）価格についての考察 

 この項ではコストを抑えた維持修繕工事を目指すために、価格に

ついての考察を行う。これまで見てきたように、松村ら（2011）に

よると参加企業数は落札率に影響を与えるとされているが、図5が

示すように維持修繕工事の参加企業数は少ないと言える。ここで維

持修繕工事の落札率・入札率の推移を見ていく。 

 

図 9 平均落札率・平均入札率の推移  

 

データ出所：関東地方整備局の工事データ（2010～2017） 

 

 上図は2010年から2017年の平均落札率と平均入札率の推移を表

したものである。この図から平均入札率は多少の変動はあるものの、

94%～96%の間で一定に推移している一方、平均落札率については

2010年から上昇傾向にあることが分かる。ここで改めて現状分析で

見た評価値の計算方法について見てみる。 

評価値＝
基礎点＋加算点＋施工体制評価点

入札価格
×100,000,000 

  

この計算式からわかるように、基礎点＋加算点＋施工能力評価点

が高い企業は入札価格を下げず評価値を大きくすることができる。

また、分析結果からも技術の高い企業が落札しやすいことが実証さ

れた。このことに加えて、技術点の配点や項目については公表され

ているため、企業は発注者が決定する自身の技術点を予測できる。

このことから本稿では「技術が高い（と予測することができる）企

業が入札価格を下げるインセンティブは小さい」と仮説を立てた。 

 

（２）分析の概要と使用するデータ 

 本分析では、入札率を被説明変数とした。説明変数には参加企業

数や年度ダミーを用い、これらは実証分析①と同様、関東地方整備

局入札データより取得した。本分析で新たに説明変数として用いた

工事成績評定や各表彰ダミーは、関東地方整備局が公開しているも

のを使用した。工事成績評定は、国土交通省による「地方整備局工

事成績評定実施要項」を基に算定・公開されている。これは「地方整

                                                      
4 技術評価官とは請負工事について技術検査を完了した場合に、並びに、工事

中の施工状況等を把握する者のこと。技術評価官は、総括的な技術評価を

行うもの（総括技術評価官）及びその他の評価を行うもの（主任技術評価

官）にわかれる（国土交通省(2006)より）。 

備局が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関

する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び

指導育成を図ること」を目的としている（国土交通省（2001）より）。

工事成績評定は総括技術評価官及び主任技術評価官4が工事の完成

時に行う。工事成績評定のサンプルは2012～2017年の1,467サンプ

ルであるが、1企業が複数回入札している場合があるため、分析上の

サンプルは1,601サンプルである。 

 

（３）変数選択 

 ①加算点ダミー 

 下表8の通り、施工能力評価型5では、工事成績評定の点数によっ

て加算点が異なる。工事成績評定による加算点は12点、9点、7点、

6点、4点、3点、2点、1点、0点の計9種類がある。公表されてい

る工事成績評定を基に各企業の加算点を算出し、加算点 0点をレフ

ァレンスとして説明変数に加えた。ただし、下表 8 でもあるように

工事成績評定は同種の工事のものとなっているが、データの制約上、

全工種の工事成績評定の点数のみ入手可能であったので、全工種で

の工事成績評定を用いている。また下表12にて示すように、加算点

7 点と加算点 3 点については該当企業がなかったため変数として加

えなかった。係数については加算点が高くなるほど入札率が高くな

るとの予想の下、係数は正となる予想できる。 

②優良工事表彰ダミー 

 この変数は前年度に企業が優良工事の表彰を受けた場合に 1とす

るダミー変数である。優良工事表彰とは「関東地方整備局発注の工

事を受注し、その施工が優秀であって他の模範とするに足りるもの

を表彰することにより、技術の向上及び円滑な事業の推進に資する

ことを目的とした制度」のことである（国土交通省関東地方整備局

（2017）より）。下表 8にもあるように表彰を受けた場合に加算点

3点がプラスされる。3点加算されれば、入札価格を下げるインセン

ティブは小さくなるとの予想の下、説明変数に組み込んだ。仮説が

支持されれば係数は正である。 

③優良工事技術者表彰ダミー 

この変数は過去 4 年間に優良工事技術者として表彰を受けていた

場合に 1 とするダミー変数である。優良工事技術者表彰とは「関東

地方整備局発注の工事を担当した現場代理人及び主任（監理）技術

者の中から表彰を行うことにより、技術者の誇りと資質の向上を図

り、円滑な事業の推進に資することを目的とした制度」のことであ

る（国土交通省関東地方整備局（2017）より）。優良工事技術者表彰

を受け、その技術者が工事に配置される場合に加算点 4 点がプラス

される。4点加算されれば、入札価格を下げるインセンティブは小さ

くなるとの予想の下、説明変数に組み込んだ。仮説が支持されれば

係数は正である。 

5 維持修繕工事においては、施工能力評価型の実施割合がデータの取得が可能

であった2015年以降では95%を超えている。図11参照。 
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④優良工事表彰かつ優良工事技術者表彰ダミー 

 この変数は前年度に優良工事表彰を受け、かつ過去 4 年間に優良

工事技術者表彰を受けた技術者を配置した場合、1 とするダミー変

数である。該当する企業は加算点 7 点が加算される。従って予想さ

れる係数は正である。 

⑤参加企業数 

 この変数は各工事に参加した企業数を表した変数である。松村ら

（2011）を参考に、参加企業が増えると、競争がより激しくなるの

で入札率は低下すると考え、説明変数として組み込んだ。係数は負

になると考えられる。 

⑥関東ダミー 

これは入札企業が関東地方にある場合に 1 とするダミー変数であ

る。これは特に維持修繕工事の場合、地元の状況をよく知っている

企業ほど工事の影響や難易度、方法を適切に判断することができ、

より無駄のない工事ができるのではないかという考えの下、説明変

数に組み込んだ。従って係数の予想は負となる。 

⑦年度ダミー 

 この変数は各年の影響をコントロールするために組み込んだもの

である。2014年をレファレンスとして2015年度ダミーと2016年度

ダミー、2017年度ダミーを説明変数としている。 

 

表 8 関東地方整備局運用ガイドライン（施工能力評価型） 

 
国土交通省関東地方整備局 

「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン」

（2017）より筆者作成 

 

（４）推定モデル 

 入札率と各項目の変数を最小二乗法により重回帰分析を行う。な

お、加算点ダミーと各表彰ダミーの多重共線性を考慮して、加算点

ダミーを抜いたモデルでの推定を行った。また不均一分散の可能性

も考慮し、参考として頑強な標準誤差を推定した。 

入札率と各項目の変数を最小二乗法により重回帰分析を行う。な

お、加算点ダミーと各表彰ダミーの多重共線性を考慮して、加算点

ダミーを抜いたモデルでの推定を行った。また不均一分散の可能性

も考慮し、参考として頑強な標準誤差を推定した。 

𝑌𝑖=∝ +𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽4𝑋4𝑖 + 𝛽5𝑋5𝑖 +

𝛽6𝑋6𝑖 + 𝛽7𝑋7𝑖 + 𝑈𝑖 

 

𝑌   𝑖: 入札率 ∝:定数項 

𝑋1𝑖: 加算点ダミー 

𝑋2𝑖: 優良工事表彰ダミー 

𝑋3𝑖: 優良工事技術者表彰ダミー  

𝑋4𝑖: 優良工事表彰かつ優良工事技術者表彰ダミー 

𝑋5𝑖: 参加企業数 

𝑋6𝑖: 関東ダミー 

𝑋7𝑖: 年度ダミー 

𝑈 𝑖 : 誤差項 

記述統計量は以下のとおりである。 
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表 9 記述統計量 

変数名 サンプル 平均 標準偏差 最小値 最大値 

入札率 1601 94.2812 6.6261 81.8712 153.4017 

加算点12点ダミー 1601 0.0018 0.0432 0 1 

加算点9点ダミー 1601 0.0356 0.1853 0 1 

加算点6点ダミー 1601 0.8382 0.3683 0 1 

加算点4点ダミー 1601 0.0381 0.1915 0 1 

加算点2点ダミー 1601 0.0762 0.2654 0 1 

加算点1点ダミー 1601 0.0037 0.0611 0 1 

優良工事表彰ダミー 1601 0.0868 0.2816 0 1 

優良工事技術者表彰ダミー 1601 0.1811 0.3852 0 1 

優良工事表彰× 

優良工事技術者ダミー 
1601 0.0780 0.2683 0 1 

参加企業数 1601 4.4890 3.0803 1 17 

関東ダミー 1601 0.8376 0.3689 0 1 

2017年ダミー 1601 0.2604 0.4390 0 1 

2016年ダミー 1601 0.2454 0.4305 0 1 

2015年ダミー 1601 0.2635 0.4407 0 1 

 

（５）分析結果とその考察 

分析結果は以下のとおりである。統計ソフトはStata13を用いた。 

 

表 10 分析結果 

変数名 モデル1 モデル2 

加算点12点 0.2530.0 (4.2487)  

加算点9点 0.9139 (2.2317)  

加算点6点 0.2170 (2.0577)  

加算点4点 1.4963 (2.2122)  

加算点2点 -0.3095 (2.1308)  

加算点1点 -6.9540 (3.3522) **  

優良工事表彰ダミー -3.7025 (1.7495) ** -3.7535 (1.7505) ** 

優良工事技術者表彰ダミー 0.9227 (0.5370) * 0.9911 (0.5334) * 

優良工事×優良工事技術者ダミー 2.8758 (1.9078) 2.946 (1.9096) 

参加企業数 -0.3537 (0.0530) *** -0.3514 (0.0052) *** 

関東ダミー -2.3836 (0.4433) *** -2.4800 (0.4419) *** 

2017年度ダミー -0.7220 (0.4664) -0.5478 (0.4617) 

2016年度ダミー -1.8723 (0.4731) *** -1.7315 (0.4690) *** 

2015年度ダミー -0.6818 (0.4653) -0.5339 (0.4632) 

定数項 98.4004 (2.1450) 98.5608 (0.5506) 

決定係数 0.562 0.532 

***,**,*はそれぞれ1%,5%,10%水準で有意であることを示す 
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表 11（参考）頑強な標準誤差 

変数名 係数 ロバスト標準誤差 t値 有意性 

加算点12点ダミー 0.2530 5.3595 0.05  

加算点9点ダミー 0.9139 4.8911 0.19  

加算点6点ダミー 0.2170 4.8393 0.04  

加算点4点ダミー 1.4963 4.9231 0.30  

加算点2点ダミー -0.3095 4.8858 -0.06  

加算点1点ダミー -6.9540 4.8546 -1.43  

優良工事表彰ダミー -3.7025 1.4139 -2.62 *** 

優良工事技術者表彰ダミー 0.9227 0.5056 1.82 * 

優良工事表彰× 

優良工事技術者ダミー 
2.8758 1.6064 1.79 * 

参加者数 -0.3537 0.0500 -7.06 *** 

関東ダミー -2.3836 0.4339 -5.49 *** 

2017年ダミー -0.7220 0.4577 -1.58  

2016年ダミー -1.8723 0.4702 -3.98 *** 

2015年ダミー -0.6818 0.5002 -1.36  

定数項 98.4004 4.8783 20.17 *** 

決定係数=0.0064 

***,*はそれぞれ1%,10%水準で有意であることを示す 

最初に表彰による加算の効果について考察 する。分析の結果、企

業の能力である優良工事表彰ダミーは負に有意に、優良工事技術者

表彰ダミーは正に有意となる結果となった。これは本分析の仮説と

は異なる結果となった。この変数について詳細に考察を行う。 

本分析の仮説は「技術が高い（と予測することができる）企業が

入札価格を下げるインセンティブは小さい」であった。ただしこの

仮説は、企業は落札の可能性を高めた上で企業としての利潤を最大

にしたい、という企業の性質を前提としている。言い換えると、企

業にとっての最優先事項は落札することで、その次に利潤追求があ

ることを前提としている。これに加えて、優良工事表彰は前年度の

表彰の有無で加算されるか否かが決まる。一方、優良工事技術者表

彰は過去 4年間の表彰の有無で加算されるかが決定する、という評

価項目を踏まえると以下のような考察が可能である。 

まず、前年度に優良工事表彰を受けた企業は、今年度に加算点が

3点加算されるため、他企業よりも有利に落札することができる。こ

の時、企業はこの優位性を維持したいと考える。ただし、前述のよ

うに優良工事表彰による加算は前年度分の表彰のみである。そして

前提条件として、優良工事表彰を受けるには工事を落札し、工事を

完成させなければならない。以上の、優良工事表彰は前年度分しか

反映されないという制度と「優良工事表彰による加算点 3点の優位

性を維持したい」という企業の欲求、そして優良工事表彰は工事を

落札し完成させることが前提条件である、という三つの要素を鑑み

たときに、企業の行動として確実に落札を獲得するために加算点 3

点を獲得しつつも入札価格を小さくするインセンティブが働くこと

が予想される。 

それに対し優良工事技術者表彰については過去 4年間に一度でも

表彰があれば、加算点 4点が加算される。優良工事表彰は毎年更新

される一方で優良工事技術者表彰は 4年間に一度表彰があれば 4年

間加算点が維持される。例えば、前年に優良工事技術者表彰を受け

ていれば1～3年は工事を落札し完成させなくても、加算点4点は次

の 3 年間も加算されることになる。従って優良工事技術者表彰を受

けた技術者がいる企業は入札契約に参加した場合、加算点の観点か

らは仮説通り入札価格を下げるインセンティブは小さいと考えられ

る。 

以上の考察を行動経済学のプロスペクト理論（後述）の観点から

まとめると、優良工事表彰を受けた企業には参照点を加算点3点（優

良工事表彰有）として損失回避が強く働く。一方優良工事技術者表

彰を受けた企業にとっては、参照点が加算点 4 点（優良工事技術者

表彰有）となるが、少なくとも 4 年間はその参照点を維持すること

ができるので損失回避がそれほど働かず、本稿の立てた仮説の通り

であると考えられる。 

次に参加企業数及び地域性について考察する。参加企業数は先行

研究の通り、負に有意となった。参加企業数が増えると、競争が活

発になって入札率が小さくなるという仮説が維持修繕工事について

も支持されたことが分かった。 

関東ダミーも負に有意となり、参加企業が関東地方にあれば企業

が他府県にある場合よりも工事場所周辺に精通しているため、より

効率的な作業の見通しが可能となり入札率は小さくなると考えられ

る。 

最後に加算点による影響について考察を行う。加算点ダミーにつ

いては、加算点 1 点以外はすべて統計的に有意とならなかった。考

えられる要因としては、ほとんどが加算点 6点に該当してしまい、
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十分なデータの散らばりを確保できなかったためであると考えられ

る。実際に頑強な標準誤差を用いた仮説検定では加算点の説明変数

は有意とならなかった。従って、特に加算点 1 点ダミーでは統計的

有意性が過大評価されていた。参考までに、以下に、各加算点を得

た企業数を掲載する。データ上、重複企業があるが加算点 3 点・加

算点 7点の該当企業が 0社、加算点ごとの該当企業数に偏りがある

ことが分かる。 

 

表 12 獲得加算点ごとの企業数 

工事成績評定による加算点 該当企業数 

加算点12点 3 

加算点9点 57 

加算点7点 0 

加算点6点 1342 

加算点4点 61 

加算点3点 0 

加算点2点 122 

加算点1点 6 

加算点0点 10 

合計 1601 

国土交通省関東地方整備局各資料より筆者作成 

 

Ⅴ 入札契約制度改善のための政策提言 

 

 以上の分析結果より、ガイドライン策定後では技術要因が落札に

与える影響が大きくなっていることが明らかとなった。この結果か

ら二つ目の分析を行った。その結果、優良工事表彰を受けた企業は

入札率を低くする一方、優良工事技術者表彰を受けた技術者がいる

企業は入札率を高くすることと、参加企業が増えると入札率が低く

なることが明らかとなった。これらの結果より、施工能力評価型に

おける評価項目についての見直しと維持修繕工事実績評価型の導入

の2つの提言を行う。 

 

図 10 政策提言の概要 

 

 

                                                      
6 近畿整備局においては、優良工事表彰の加算基準は平成27年度に元請とし

て完成し、引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局発注の工事（港湾

空港関係を除く。）における表彰の有無であり、 

１ 施工能力評価型における評価項目の見直し 

 

（１）施工能力評価型に対する政策提言 

最初に維持修繕工事の入札契約で各評価型の実施割合を見てみる。

下図11からわかるように、維持修繕工事の入札契約で採られている

評価型の 95%以上が施工能力評価型となっている。従って施工能力

評価型に対して政策提言を行うことは効果が期待できる。 

 

図 11 維持修繕工事における入札契約での各評価型の実施割合 

 

データ出所：国土交通省関東地方整備局資料 

 

次に、施工能力評価型の評価項目に対する政策提言の概要につい

て述べる。現行の評価項目の問題点は優良工事技術者表彰で 4年間

に一度でも表彰されていれば、加算点 4点が加算されることによっ

て、企業が損失回避的な行動をとらず、入札価格を下げるインセン

ティブが小さいことである。従って優良工事技術者表彰の有効期間

を 4年から 1年に、また優良工事表彰が 2年の場合は、その有効期

間を2年から1年に変更することを提言する（表13）。提言の対象

は全8つの地方整備局である。 

 

表 13 評価項目見直しの概要 

国土交通省各地方整備局資料より筆者作成 

 

優良工事技術者表彰の加算基準は平成26年度から平成27年度に元請として

完成・引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局発注の工事（港湾空港

関係を除く。）における表彰の有無である（国土交通省近畿地方整備局

(2017)より） 

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

2015 2016 2017各
評
価
型
の
実
施
割
合
（
％
）

施工能力評価型Ⅱ型 施工能力評価型Ⅰ型

整備

局名 
優良工事表彰 

優良工事技

術者表彰 

 
優良工事表彰 

優良工事技

術者表彰 

東北 過去2年間 過去4年間 ⇒ 過去1年間 過去1年間 

関東 過去1年間 過去4年間 ⇒ 過去1年間 過去1年間 

北陸 過去2年間 過去4年間 ⇒ 過去1年間 過去1年間 

中部 過去2年間 過去4年間 ⇒ 過去1年間 過去1年間 

近畿6   ⇒ 過去1年間 過去1年間 

中国 過去2年間 過去4年間 ⇒ 過去1年間 過去1年間 

四国 過去2年間 過去4年間 ⇒ 過去1年間 過去1年間 

九州 過去2年間 過去4年間 ⇒ 過去1年間 過去1年間 
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政策の効果としては、企業がより損失回避的な行動をとるために

入札価格を下げる機会が増えることが期待される。企業は加算点に

よる優位性を保ちつつ、工事請負による利益を最大限にすると考え

ると、優良工事技術者表彰の有効期間が 4 年間の場合、入札価格を

下げるインセンティブは 4年間の最後の 1年のみになると考えられ

る。有効期間を 1 年間にすることで、企業に損失回避的な行動を促

し、毎年入札価格を下げるインセンティブを与えることができる。 

この政策は施工能力評価型の評価項目である、各表彰の有効期間

を変更するものである。各表彰は毎年地方整備局によって行われる

ものであるので、各整備局としてもその表彰に関する評価期間を変

更することは容易であり、また各企業にとっても表彰が加算される

か否かの予想は容易につく。従ってこの政策は高い実現可能性を備

えていると言える。 

 

（２）プロスペクト理論と入札行動への応用 

 以下ではDaniel  Kahneman & Amos Tversky（1979）が提唱した

プロスペクト理論のバリュー関数を参考に提言を補足する。プロス

ペクト理論とは、「期待効用理論を一般化することにより、期待効

用理論では説明できない経済行動を説明するもの」であり（大垣・

田中（2014）p41より）、期待効用理論は「くじを選ぶときに必ずし

も賞金の期待値の高いほうを選ぶのではなく、くじの賞金から得る

効用水準の期待値が高いほうを選ぶとして、人々のリスク回避を説

明する」ものである（同上 p43 より）。プロスペクト理論の柱の一

つであるバリュー関数を下図 12 で示す。このグラフの特徴として、

原点（行動経済学では参照点という。以下、参照点と記述する。）か

ら見て、利得 1単位による価値よりも、損失 1単位による価値の方

が大きいという点がある。行動経済学ではこの特性を損失回避的と

いう。 

 

図 12 プロスペクト理論のバリュー関数 

 
（Daniel  Kahneman & Amos Tversky （1979） 263-291.より） 

 

 現行の制度における、優良工事表彰と優良工事技術者表彰の有効

期間の違いと損失回避的な特性の二つを踏まえて、前年度に優良工

事表彰を受けた企業 A と前年度に優良工事技術者表彰を受けた企業

B の入札行動を考える。それをもとに本提言の導入効果について述

べる。 

 まず企業 Aについて考える。企業 Aは前年度に優良工事表彰を受

けているので、入札の段階で加算点 3点を得る。企業 Aにとっては

この加算点 3点が参照点となる。企業 Aとしては次年度もこの 3点

を維持したいと考える。この加算点 3 点を獲得するには、当然次年

度も優良工事表彰を受けなければならない。そしてそのためには工

事を落札し、完成させることが条件である。すると企業 Aは確実に

落札するために入札価格を下げると考えられる。この入札価格を下

げるという行動が損失回避的な行動と言える。 

 次に企業 Bについて考える。企業 Bは前年度に優良工事技術者表

彰を受けているので、入札の段階で加算点 4点を得る。企業 Bにと

っては加算点 4点が参照点となる。企業 Bとしては次年度もこの 4

点を維持したいと考える。ただし優良工事技術者表彰の有効期間は

4 年間であるので、向こう 3 年間は工事を落札し完成させなくても

加算点 4点を得ることができる。すると、企業 Bが入札契約に参加

した場合、損失回避という観点からは確実に落札するインセンティ

ブは小さい。つまりこの場合、前述の「技術が高い企業ほど入札価

格を小さくするインセンティブは小さい」という仮説が支持され、

企業Bは損失回避的な行動をとらないと考えられる。 

 以上のような観点から、各表彰の有効期間を 1年間に変更するこ

とで、毎年入札に参加して落札を目指すインセンティブが各企業に

働くようになると考えられる。これによって企業の入札価格ひいて

は入札率を下げることが本提言の目的である。 

 

２ 維持修繕工事実績評価型の導入 

 

（１）現在の入札参加企業数の推移 

分析結果より、入札への参加企業数の増加が入札率を有意に低下

させることが分かった。このことから入札に参加する企業が増える

ほど競争が促進され工事金額が抑えられるといえる。一方で現状で

も述べたように総合評価落札方式の中で維持修繕工事の入札におけ

る参加企業数は他種の工事と比べて少ないことがわかる。また、維

持修繕工事のみに限っても 1工事当たりの参加企業数は年々減少傾

向にあるといえる。(図13) 

 

図 13 1工事あたり参加企業数の推移 

 

データ出所：関東地方整備局の工事データ（2010～2017） 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

参
加
企
業
数
（
社
数
）



36 

国土交通省によると2013年のガイドラインの策定により、施工能

力評価型に関して受注する企業に偏りが生まれていることが指摘さ

れている（国土交通省（2014）より）。これは企業の実績が技術評価

の大きな割合を占めている為とされている。受注する機会の少ない

中小企業などにとっては「同種性のある工事実績」の得点を得るこ

とが難しくなるため、新規参入が難しくなると考えられる。また、

現状においても述べたように維持修繕工事は新設工事よりも多くの

労力を要し、コストが割高になる傾向がある。駒田ら（2010）では道

路施設の維持修繕工事の受注企業にアンケート調査を行っており、

維持修繕工事の工事単価の安さなどが問題として指摘されている。

以上のような原因から、維持修繕工事は他種工事に比べ入札に参加

する企業が少ない傾向にある。 

こうした状況を改善するためには、企業が維持修繕工事の入札に

参加するインセンティブを生み出す必要がある。そのためには「同

種性のある工事実績」などの技術点の配点を変更することにより企

業が入札に参加しやすい環境を作ることが重要であると考えられる。

そこで本稿では総合評価落札方式において維持修繕工事実績評価型

を公共工事全般に導入することを提言する。以下で維持修繕工事実

績評価型について詳しく述べる。 

 

（２）維持修繕工事実績評価型について 

 維持修繕工事実績評価型は中部地方整備局において一部の一般土

木工事で試行されているもので、2016 年度の実績としてまだ 10 件

程度の入札でのみ導入されているものである。なお、維持修繕工事

実績評価型は施工能力評価型を対象とした入札契約制度である。本

稿ではこれを全国の全ての地方整備局で、また一般土木工事に限ら

ずにアスファルト工事などの全般の公共工事についても導入するこ

とを提言する。ここからは具体的な内容について実際に中部地方整

備局で行われているものを参考に述べていく。 

 ここでは施工能力評価型における技術点に関して、「同種・類似

の工事実績」の配点項目をこれまで「より同種性が高い」「同種性が

認められる」「類似」の三段階に分けて設定していたものから、「よ

り同種性が高い」という配点項目をなくし、同種性の工事に関する

加算点の要件を緩和する。この「同種・類似の工事実績」は企業の配

点と技術者の配点の両方に存在する配点項目である。本提言ではそ

のどちらについても配点項目を変更する。そして、新たな項目とし

て維持修繕工事の実績件数によって加算される項目を追加するもの

とする。つまり、維持修繕工事での工事実績が他種の工事での技術

点にも反映されるようになる。これにより、今まで維持修繕工事に

参加してこなかった企業にとって維持修繕工事の入札に参加するメ

リットが生まれると考えられる（図14）。維持修繕工事の実績件数

による加点の上限や有効期間を定めることで、特定企業のみが利益

を受けることのないようにする。 

 

図 14 維持修繕工事実績評価型の概要 

 

国土交通省 中部地方整備局 

「一般土木チャレンジ型の施行について」より筆者作成 

 

（３）提言の効果と実現可能性 

 まず、「より同種性が高い」の項目を取り除くことで、これまで

は同種性が重要視されていた配点を変更する。さらに維持修繕工事

の実績件数による加算点の項目を全工種に設けることで、いままで

維持修繕工事に参加してこなかった企業が維持修繕工事を行うよう

になる。同種性による加算点が少なくなる代わりに維持修繕工事で

の実績が加算点に加わることで、維持修繕工事の実績を得た企業は

他種工事でも有利に入札を進められる。よって、企業は維持修繕工

事に参加しようとするインセンティブが高まると考えられる。その

結果、公共工事の入札を有利に進めたい企業が維持修繕工事に参加

し、競争が活発になることで維持修繕工事全体での入札率が下がる

ことが期待できる。 

 維持修繕工事の実績による加算点については上限を設けることで、

特定企業のみが落札し加算点を得る状況を防ぎ、受注偏りについて

も改善が見込まれる。さらに維持修繕工事の実績の有効期間は過去

2 年間とすることで、参加企業数の増加も一時的なものでなく継続

的なものになると予想される。 

 現在の総合評価落札方式における施工能力評価型は、企業の施工

能力を評価して技術点を決定している。総合評価落札方式の中を全

体として見たとき、施工能力評価型の適用件数は8割を超えている。

維持修繕工事実績評価型の導入にあたって、制度を適用する工事の

規模や難易度、金額などにある一定の制限を設ける。これにより、

維持修繕工事の工事実績の得点によって規模が大きく異なる工事で

入札に有利とならないように配慮することで、質の担保も可能にな

るだろう。また、点数の配点の全てが変化するわけではなく、制度

の適用によって受注・発注側双方のコスト面に大きな影響はないこ

とから、実現可能性は高いと考えられる。 
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Ⅵ おわりに 

 

本稿では将来、大きな課題となる社会資本の老朽化対策の一つと

して維持修繕工事の入札契約制度に着目した。そのため入札契約制

度について分析を行い、ガイドライン策定前後での落札に対する価

格・技術による影響と入札率に影響する要因についての 2つの実証

分析を行った。その結果、一つ目の分析ではガイドライン策定前後

で技術要因・価格要因が落札に与える影響について変化があったこ

とを明らかにした。また二つ目の分析で技術の配点項目、入札に参

加する企業の数が入札率に影響を与えることを明らかにした。この

結果をもとに工事の質、コストがともに優れた公共工事を達成する

ための入札契約制度を目指し政策提言を行った。 

しかし、本稿には課題も残されている。技術点のデータについて

詳細な配点項目を考慮できていない点である。分析において工事成

績評定の加点項目についての変数は入れることが可能であったもの

の、他の配点項目については考慮できなかった。技術の配点が落札

の成否、入札率に与える影響を検証するためにも、入札契約におい

て各企業の加算点に関してより詳細なデータが公表されることを期

待する。 

また、社会資本の老朽化対策は本稿で着目した入札契約以外にも、

社会資本の「集中と選択」や更新からの観点、建設就業者からの観

点など、様々な観点からとらえるべき問題である。こうした他の観

点からの検証もこれから必要となるだろう。 

最後に本稿が社会資本の老朽化問題に対して、入札契約制度にお

いて課題解決の一助となることを願い、本稿を締めくくる。 
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第 3章  
 

介護人材の質向上と定着促進に関する実証

分析7 

～介護労働者の個票データを用いて～ 

 
久保澄佳 

長谷川生実 

大林雅希 

 
要旨 

本稿では、介護従事者の離職行動について介護労働安定センター「平成 27年度介護労働実態調査」の労

働者の個票データを用いて、介護労働を継続するのか、また介護事業所での労働を継続するのかについて

実証分析を行い、その結果に基づき政策提言を行った。 

現在、高齢化の進行に伴い、介護サービスの利用者数は、介護保険制度創設当初の約 3 倍に増加してい

る。一方で介護人材不足は深刻であり、介護関連の有効求人倍率は全職業平均を常に上回り 2016年では 3

倍を超えている。また、今後需給ギャップはさらに拡大する恐れがあり介護人材の確保は喫緊の課題であ

る。不足の背景には、離職率の高さや賃金の低さが挙げられる。こうした現状を受け、政府は様々な政策

を打ち出しているが介護人材の不足は解消されておらず、さらなる取り組みが必要不可欠である。こうし

た問題意識のもと、本稿では介護労働を続けたいと考える人の特徴を明らかにし、人材確保のために有効

な取り組みについて検証する。この検証から得られた結果をもとに介護人材確保に有効だと考えられる政

策を提言する。 

 介護労働に関する分析を行うにあたり、介護従事者に関する先行研究を参照した。介護従事者の賃金や

事業所の離職率に関するものが多く、これらの先行研究から賃金の引き上げや教育・研修といった人材育

成を行うことが人材定着に有効であることが明らかにされた。大久保（2016）では介護従事者個人に焦点

を当てて分析を行っており、入職動機や仕事満足度と就業継続意向の関係を分析していたが、介護労働を

継続するかどうかを正確に分析できておらず、さらに介護人材確保に向けた事業所での取り組みについて

分析していなかった。そこで、介護労働継続についての分析、事業所継続についての分析の二つを行い、

介護労働市場において就業を継続する・勤務先での就業を継続するかどうかを決定する要因を明らかにし

た。 
 分析結果から介護人材の確保には、賃金など処遇の改善と事業所における教育・研修制度といった人材

育成に関する労働環境の整備が重要であることが明らかとなった。そこで本稿では、賃金面では「混合介

護の同時一体的提供解禁及び同時一体的提供を可能とする仕組み」、賃金・労働環境面では「キャリア段位

制度の変革」を提言する。これらの提言により我々が目指す介護人材の確保を図るとともに、介護従事者

の資質の向上が実現できると考える。  

                                                      
7 本稿の執筆にあたり、山内直人教授（大阪大学）、亀田啓悟教授（関西学院大学）、衣笠智子教授（神戸大学）、古城

隆雄准教授（東海大学）、鴻上圭太准教授（大阪健康福祉短期大学）、藤澤美恵子教授（金沢大学）、馬込武志教授

（湊川短期大学）、三好博昭教授（同志社大学）、吉田初恵教授（関西福祉科学大学）をはじめ多くの方々から有益か

つ熱心なコメントを頂戴した。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個

人に帰するものである。 
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はじめに 

 

現在、日本では少子高齢化が急速に進行している。「平成

29年版高齢社会白書」（図 1参照）によると、年少人口（0

歳～14歳）、生産年齢人口（15歳～64 歳）が減少している

一方で、高齢者人口（65歳以上）は増加し続けている。高

齢者人口は 2015年では 3387万人であるが 2020年には 3619

万人へと急増し 2042年には 3716万人となりピークを迎える

ことが予測されている。総人口に占める 65歳以上の高齢者

人口の割合を示す高齢化率は急速に高まっており、2015年

では 26.6％だが、2040年には 35.3％まで上昇し、今後さら

に進むことが予想されている。(図 2参照)高齢化率の上昇に

伴い、要介護率が高くなる 75歳以上高齢者の全人口に占め

る割合も増加する。2015年では 12.8％であったものが、

2040年には 20.2％となる。こうした高齢化の進展により介

護需要が高まる中で、介護人材の不足が深刻化し、介護人材

を確保することが喫緊の課題となっている。本稿の目的は介

護人材不足に対しての有効な政策を導くことである。以下で

は、第 1章において介護人材不足の現状や不足が起こる背

景、政府が行っている取り組みについて説明した。介護従事

者の低賃金や介護事業所における離職率が高いといった現状

があること、現行の政策では不足問題を解消できていないこ

とが明らかとなった。第 2章においては離職や介護職員の賃

金に着目した先行研究をまとめた。第 3章では先行研究を踏

まえ、介護労働市場での就業を続けるかどうかを決定する要

因についての分析と、勤務先での就業を継続するかどうかを

決定する要因についての分析の 2つを行った。第 4章では実

証分析によって得られた結果をもとに介護人材確保に有効だ

と考えられる政策を提言した。 

 

図 1 将来推計人口 

出典：内閣府｢平成 29年版高齢社会白書｣より筆者作成 

 

図 2 65歳以上人口推計と高齢化率 

出典：内閣府｢平成 29年版高齢社会白書｣より筆者 

 

Ⅰ 介護の現状と問題点 

 

1.1 介護サービスの受給者数の推移 

 

介護保険制度は 2000 年に創設され、創設から 18 年が経過

した。高齢化や制度の確立に伴いサービス受給者数は増加し

ており、介護保険制度は高齢者の介護に不可欠なものとなっ

ている。厚生労働省の「介護事業状況報告」によると、65歳

以上被保険者は 2000年では 2165万人であったが、2018年で

は 3492 万人と 1.6倍に増加している。介護保険制度における

要介護者または要支援者と認定された人は制度創設以来増加

し続けている。2018年で約 644万人であり、2000年の認定者

数の約 3 倍に増加している。さらに近年、認定者数の増加は

加速している。さらに実際に介護保険サービスの利用状況に

ついてみてみると、各種サービスともその利用者数が増加し

ていることが分かる。(表 1参照) 

 

表 1 サービス種別利用者数の推移 

 2000年  2018年  

在宅サービス 97万人 → 366万人 3.8倍 

施設サービス 52万人 → 93万人 1.8倍 

地域密着型サービス  → 84万人  

計 149万人 → 474万人 3.2倍 

出典：厚生労働省｢介護保険事業状況報告｣より筆者作成 
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1.2 介護従事者の不足とその現状 

 

先に述べたように、要介護者、要支援者数の増加、介護サ

ービス利用者数の増加など介護サービスへの需要が高まって

いる。それに伴い介護サービスを提供する介護従事者数も

2000年では 55万人であったが 2016年には 183万人と 16年

間で約 3.3倍に増加している。(図 3参照) 

 

図 3 介護従事者数の推移 

出典：厚生労働省｢介護サービス施設・事業所調査｣より筆者

作成 

 

 しかし、介護労働市場において介護従事者の不足が深刻化

している。介護分野の有効求人倍率の推移をみると、常に全

職種の有効求人倍率を上回っており、介護分野における人手

不足がうかがえる。(図 4参照) 

 

図 4 介護分野と全職業平均の有効求人倍率  

出典：厚生労働省｢職業安定業務統計｣により筆者作成 

 

介護職員の過不足を事業所に尋ねた調査(｢介護労働実態調

査｣)によると、｢大いに不足｣、｢不足｣、｢やや不足｣と回答す

る事業所の合計の割合は年々増加しており、2017年ではその

合計は 7割にものぼっている。(図 5参照)さらに、2022年以

降団塊の世代が 75 歳以上となり介護サービスの需要の急増

が見込まれる。厚労省が公表した介護人材にかかわる需給推

計によると、2025年には、介護人材の需要見込みが約 253万

人であることに対して、介護人材の供給見込みは約 215 万人

となっており、約 38万人の介護人材の需給ギャップが発生す

ることが推計されている。生産年齢人口の減少と高齢化の進

展からもこうした需給ギャップは今後さらに拡大することが

見込まれている。これに加えて、内閣府の｢選択する未来委員

会｣の調査報告書では、これまでは地方圏で人口減少と高齢化

が先行してきたが今後は大都市圏においても人口減少や高齢

化が急速に進行することが見込まれており、所得や資産を持

つ高齢者であってもその多数が医療や介護を受けられない事

態が生じる恐れがあると指摘されている。このように介護人

材の不足の現状や今後さらに拡大する介護分野の需給ギャッ

プを解消することは日本において重要な課題であるといえ

る。   

 

図 5 人手不足である事業所の割合の推移 

出典：介護労働安定センター｢介護労働実態調査｣より筆者作

成 

 

1.3 介護人材不足の背景 

 

介護人材の不足の背景の 1つとして、離職率の高さが指摘

されている。介護従事者の離職率を他産業の離職率と比較し

てみる。他産業の離職率は厚生労働省｢平成 29年度雇用動向

調査｣のデータを用い、介護従事者の離職率は介護労働安定

センター｢平成 29年度介護労働実態調査｣のデータを用い

た。両調査における離職者の定義は同一であるため比較可能

と考える。｢雇用動向調査｣においても｢医療・福祉｣に介護従

事者が含まれているが、｢医療・福祉｣では医師や歯科医師、

看護師なども含まれている。介護従事者に注目するため介護

事業所における離職率を公表している｢介護労働実態調査｣を

用いた。宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯

楽業の離職率が高くなっているものの、介護従事者の離職率

は他産業と比べ高いことが分かる。(図 6参照) 

特に、介護分野に関しては早期離職が顕著である。介護労

働安定センター｢平成 29年度介護労働実態調査｣によると離

職者のうち勤続年数 1年未満の者の割合は 38.8%、1年以上

3年未満の者の割合は 26.4％となっており、3年未満で離職

した者は離職者数の約 6割となっている。 
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図 6 産業別の離職率

 

出典：厚生労働省｢平成 29年雇用動向調査｣、介護労働安定

センター｢平成 29年度介護労働実態調査｣より筆者作成 

 

 離職率が高い原因として、介護人材の低賃金や社会的な地

位の低さ、身体的・精神的負担の大きさ、教育・研修制度の

未整備など様々なものが挙げられている。低賃金に関して

は、厚生労働省が｢平成 25年賃金構造基本調査｣をまとめた

資料を参照する。平均賃金を産業別に比較すると介護従事者

を含む社会保険・社会福祉・介護事業の平均賃金は 23万

8400円、医療・福祉では 29万 4400円、サービス業では 27

万 3600 円、産業計では 32万 4000円となっている。産業種

ごとに平均年齢・勤続年数に違いがあることは考慮する必要

があるが、他産業と比べて、介護従事者の賃金が低水準であ

ることが分かる。介護従事者の低賃金の問題については、介

護報酬による処遇の改善が行われている。介護報酬について

詳しくは後述するが、2009年の介護報酬の改定では、介護

職員の処遇改善、特に賃金上昇を目的として改定率 3.0%の

プラス改定が行われた。社会的低さや身体的負担の大きさに

関しては、介護従事者の働く上での悩みや不満に関する調査

(｢介護労働実態調査｣)において｢人手が足りない｣、｢仕事内

容のわりに賃金が低い｣、｢有休休暇が取りにくい｣に次いで

｢身体的負担が大きい｣｢精神的にきつい｣｢業務に対する社会

的評価が低い｣が仕事における不満として上位に挙げられて

いる。｢有休休暇が取りにくい｣という回答が多かった点につ

いても人材不足がこの状況を引き起こしていると考えられ

る。労働による身体的負荷の大きさや、介護者とのコミュニ

ケーションによる関係性構築の難しさ、さらに仕事でのミス

が被介護者の健康に被害を及ぼす可能性があるなど精神的負

担の大きさが、介護労働に対するイメージとして定着してい

るといえる。このように人材不足の背景には介護従事者の低

賃金、社会的評価の低さ、身体的・精神的負担の大きさがあ

り、これらは労働者が介護労働を避ける要因になっていると

考えられる。 

 一方で、雇用する側である事業所からの視点で人材不足に

ついてみてみる。介護事業所が挙げる不足の理由としては、

主に下図(表 2参照)で示すように離職率が高く、入職した介

護従事者が定着しないというものと、採用が困難であり、そ

もそも介護労働市場に参入しようとする労働者が少ないとい

うものが挙げられる。 

  

表 2 不足の原因 

離職率が高い（定着率が低い） 18.4% 

採用が困難である 88.5% 

事業を拡大したいが人材が確保できない 10.8% 

その他 3.6% 

出典：介護労働安定センター｢平成 29年度介護労働実態調査｣

より筆者作成 

 

 さらに、採用が困難である理由に関しては、他産業に比べ

て労働条件等が良くない、景気がいいため、同業他社との人

材獲得競争が厳しいとする理由を、採用が困難と回答した事

業所の半数以上が挙げている。このことからも、介護従事者

の低賃金や労働の負担の大きさといった労働条件の悪さが不

足を引き起こしていると考えられ、同業種の中でも人材を取

り合っており人材不足の深刻さがうかがえる。 

 

1.4 介護従事者、事業所の特徴と人材不足の関係 

 

介護産業における人材確保が困難な理由としては、採用が

困難であることと同様に介護従事者の特徴が起因していると

指摘されることが多い。そもそも介護従事者とは、介護保険

施設や在宅サービス事業所に従事する職員のうち、介護福祉

士や訪問介護員などの介護関係業務に従事する者を指す。介

護労働安定センター｢平成 27年度介護労働実態調査｣による

と、介護事業所・施設における職種別構成割合では訪問介護

員と介護職員が約 7割を占めていることが明らかとなった。

また、同調査によると介護従事者全体の約 55％が正規職

員、約 45%が非正規職員であり、従事者の半数が非正規職員

である。介護従事者の大半を占める訪問介護員、介護職員に

注目してみると、訪問介護職員は正規職員、非正規職員(非

正規常勤職員数と非正規短時間職員数の和)の割合が、それ

ぞれ約 24%、約 59%となっており、介護職員は約 59%、約 39%

となっている。(図 7参照)介護人材の不足の中で特に不足が

深刻とされている訪問介護職員は非正規職員の多さが特徴で

ある。非正規職員の賃金カーブは正規職員と比べフラットに

なるとされており、介護従事者の低賃金につながると考えら

れる。訪問介護員また介護職員・訪問介護員ともに女性比率

が高く、男性については 40歳未満が主流であるが女性では

40歳以上の割合が過半数を占めている。性別についても女
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性は男性と比べて賃金が低い傾向があることが指摘されてい

る。全産業の賃金カーブと介護従事者にあたる福祉施設員の

賃金カーブを比較してみると、介護従事者の賃金カーブはフ

ラットになっていることが分かる。(図 8参照) 

 

図 7 訪問介護員、介護職員の雇用形態の特徴 

出典：介護労働安定センター｢平成 27年度介護労働実態調

査｣より筆者作成 

 

図 8 介護従事者の賃金カーブ 

出典：厚生労働省｢平成 29年賃金構造基本統計調査｣より筆

者作成 

 

次に介護事業所の特徴について説明する。介護保険サービ

スを間企業、社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、

NPO、社団法人・財団法人、農協や生協などの協同組合、地

方自治体などがある。経営主体によって提供できるサービス

の種類が異なっており、第 1種社会福祉事業と第 2種福祉事

業に分類される。第 1種福祉事業は、利用者に対する安定し

たサービス供給が必要とされている公益性の高い事業とされ

ており、入居サービス等がこれにあたる。原則としては地方

自治体や、社会福祉協議会のみに行うことが認められている

が、都道府県知事の許可によりサービスの提供が可能とされ

ている。第 2種福祉事業は在宅や通所サービスにあたり、提

供できる経営主体に制限がない。このように経営主体によっ

て提供できるサービスに違いがある。介護労働安定センター

｢平成 29年度介護労働実態調査｣では経営主体のうち 56%が

民間企業であり、介護事業所の半数以上となっている。全て

の経営主体において人材は不足しているが、特に民間企業で

不足が深刻だとされている。以上のことから、介護従事者・

事業所の特徴と人材不足には関係があると言える。 

 

1.5 介護人材確保に向けた政府の取り組み 

 

1.5.1 国が掲げる総合的な確保方策 

こうした現状を受け政府としても財務省の行う社会保障と

税の一体改革の中で、優先的に取り組むものの一つとして医

療・介護サービス提供体制改革の着実な実施を掲げている。

具体的には 2015年には介護報酬の改定に伴い、地域医療介護

総合確保基金については前年度同額の約 900 億円に加え新た

に約 720 億円を措置した。さらに介護職員について月額 1 万

2000円相当の処遇改善に向けて必要な約 780億円を措置する

など、超高齢社会に突入する 2025年に向けて医療・介護サー

ビス提供体制の改革を本格的に進めている。さらに、2020年

度初頭までに約 25万人の従事者を増やすために、潜在介護人

材の呼び戻し、新規参入促進、離職防止、定着促進、生産性向

上、介護従事者の処遇改善、などの総合的計画を実施してい

る。具体的には、介護福祉士の資格取得のための就学資金貸

付制度や介護離職者の再就職を促す再就職準備金貸付制度な

どの実施がある。その他にも 2016年にニッポン一億総活躍プ

ランが閣議決定され、その一つとして介護人材の確保が目指

されている。その中で政府は介護人材確保が困難な理由の一

つとして、介護人材の賃金が他の対人サービス産業と比較し

賃金が低いことにあるとの考えを示している。また、後述す

るが先行研究においても介護従事者の賃金の引き上げが、介

護従事者の離職率の低下をもたらすなど介護人材の確保に有

効であることが明らかにされている。そしてその介護保険制

度の根幹をなす制度が介護報酬である。 

 

1.5.2 介護従事者の処遇改善と介護報酬の改定 

介護報酬とは、事業者が利用者にサービスを提供した際に

その対価として事業者に対して支払われる報酬のことであり、

3年毎に改定が行われている。2015年の介護報酬改訂時には、

増大する介護ニーズに応え質の高い介護サービスを提供する

ために、介護職員の安定的な確保を図りさらなる資質向上を

推進すべく様々な取り組みが行われた。具体的には介護職員

処遇改善加算においては現行の仕組みを維持しつつもさらな

る資質向上に向けた取り組み、雇用管理や労働環境の改善な

どを進める事業所へのさらなる上乗せ評価を実施した。その

内容としては算定要件に新たに、職位職責職務内容に応じた

任用要件と賃金体系の整備を行い資質向上のための計画を策

定し研修の実施や機会を確保するなどのキャリアパス要件と

2015年 4月以降に賃金改善以外の処遇改善への取組を新たに

訪問介護
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実施するといった定量的要件を盛り込んだ。また 2017年の介

護報酬改訂の際には、介護人材の賃金が他の対人サービス産

業と比較して低く勤続年数も低いことにあるという考えのも

とで、競合他産業との賃金格差解消に向けて 2017年からキャ

リアアップの仕組みを構築し月額平均 1 万円相当の処遇改善

を行うといった環境整備が行われた。このキャリアアップの

仕組み構築を事業所が昇給と結びついた形で行うことができ

るように、就業規則などの明確な書面での整備やすべての介

護従事者への周知を徹底するなど手厚く評価を行うための区

分を新設し、介護職員処遇改善加算の対象はそれらをすべて

満たすものとした。厚生労働省｢平成 29 年度介護従事者処遇

状況等の調査結果｣によると介護職員処遇改善加算の取得状

況は 91.2%となっており、事業所側も制度を利用し処遇改善

を積極的に図っていることが分かる。 

このように、介護人材の不足や時代の変化をうけ、政府は

介護報酬など各種制度の改革を行っている。人材確保に関し

ては、キャリアによって賃金を上乗せするなど介護従事者の

処遇改善を行い、さらに実際に提供される介護保険サービス

の質を担保するために介護従事者の資質の向上を図っている。

このように政府は人材確保とともに提供されるサービスの質

の向上を目指して様々な政策を打ち出しているが、介護従事

者の不足は深刻であり、さらなる取り組みが必要であると考

えられる。 

 

1.6 問題意識 

 

高齢化による介護需要の伸びによって介護人材の不足が問

題となっており、今後さらに不足が深刻化する可能性がある。

人材不足の背景には、離職率が高いといった定着率の低さや、

他業種からの人材の参入が十分でない現状があることが明ら

かになった。さらにそうした現状は介護従事者の賃金の低さ

によって引き起こされており、政府としても介護従事者の処

遇改善を図り、人材確保を目指している。さらに、人材確保

とともに介護保険サービスの質の維持向上のために介護従事

者の資質向上の政策を打ち出している。しかしながら、介護

人材の不足問題は解消されておらず、介護サービスの担い手

である介護人材の確保、定着、育成への取り組みが不可欠で

ある。そこで本稿では、介護労働市場での就業を継続したい

と考える人の特徴を明らかにし、人材確保のために有効な取

り組みについて検証する。それにより、定着率の低さや新規

参入者の増加に効果的な政策を導くことができ、介護人材不

足の現状を改善できると考える。 

Ⅱ 先行研究及び本研究の狙い 

 

2.1 先行研究 

 

介護従事者の不足が社会的な問題となる中、介護分野の先

行研究には介護従事者の賃金を決定する要因についての先行

研究と、介護従事者の離職率を決定する要因についての先行

研究が存在する。介護従事者の賃金を決定する要因に関する

先行研究に周(2009)がある。この研究では 2006年の介護報酬

の改定が介護従事者の賃金に与えた影響について実証的に分

析を行っている。2006年の改定はマイナス改定であり、分析

によって 2006 年の介護報酬の改定は介護従事者の賃金を有

意に引き下げる結果となった。 

山田・石井(2009)では総務省統計局「就業構造基本調査」

を用い、賃金の引き上げが離職防止に有効であるかどうか検

討している。男性の場合賃金引き上げが離職防止に効果があ

ると考えられ、女性の転職希望者には収入の低さではなく時

間的・肉体的負担を考慮し、適切な職務配置や勤務時間体制

について工夫が必要であると述べられている。 

花岡(2009)では他業種と比較した介護従事者の相対賃金に

焦点を当て離職率を決定する要因について実証分析している。

相対賃金が離職率に与える影響は地域間や、訪問介護や介護

職員などの職種、正規雇用か非正規雇用かといった雇用形態

によって異なるが、介護従事者の賃金の引き上げは離職防止

に有効であることが明らかになっている。また介護労働市場

においては、離職率が他産業と比べて高いことが指摘されて

いる。 

花岡(2010)では介護労働安定センター｢平成 19 年度介護労

働実態調査｣の個票データを用い、職種及び勤務形態別の相対

賃金の違いに着目し、介護従事者の早期離職決定用要因につ

いて実証分析を行っている。結果としては他職種との相対賃

金が離職行動に与える有意な影響は施設系介護職のみに認め

られた。また正規雇用・非正規雇用でその影響は異なってい

た。一方、同職種において相対賃金が有意な影響を見せたの

は施設系正規職のみであり、相対賃金が高いほど早期離職者

割合が低下することが示された。つまり、職種に特徴はある

ものの賃金は早期離職の防止に対しても有効であることが示

された。また研修内容について事業所早期離職割合を有意に

低下させる傾向が示された。施設系正規職や訪問系非正規職

では腰痛予防策を、訪問系正規職では安全対策を、施設系非

正規職では資格取得のための研修を行った事業所では早期離

職割合を有意に低下させることが明らかとなった。 

介護従事者の離職要因について賃金に注目した先行研究が

多い中、大和、立福(2013)では「介護労働者の就業実態と就

業意識調査(2006)」の個票データを用い、賃金だけではなく

教育や研修による人材育成の要因に焦点を当て実証分析を行
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っている。この研究では継続的な教育・研修による人材育成

の充実した取り組みが介護従事者の就業継続率を高めること

が明らかとなった。 

 このように介護従事者の離職行動に関する先行研究は多く

存在するが、ほとんどが事業所の離職率を用いて分析された

ものである。そのため介護事業所や施設単位でのデータを用

いており、介護従事者個人について分析されていない。個人

に焦点を当てた先行研究に大久保(2016)がある。この分析で

は現在の仕事をどの程度続けたいかという項目を用いて、介

護従事者の就業継続意向を決定する要因を入職動機と仕事の

満足度という視点で明らかにしている。仕事の満足度の高さ

は就業継続意向を有意に高め、入職動機が働きがいや社会の

役に立ちたいといった内発的動機である場合にそうでないも

のに比べて就業継続意向が高いことが明らかとなった。 

 

2.2 本研究の狙い 

 

先に述べたように、就業継続意向に関する先行研究の多く

が事業所の離職率を用いているため、介護従事者個人の離職

行動について分析できていない。事業所の離職率は介護従事

者の勤務先である介護事業所からの離職を示している。介護

事業所から離職したとしても他の介護事業所で介護労働を続

ける可能性があり、これは介護労働市場内での移動にあたる。

介護人材の確保においては介護労働市場内での移動よりもむ

しろ、介護労働をやめる、つまり介護労働市場からの退出や

他の労働市場への人材の流出を防ぐ必要があると考える。こ

うした点から事業所の離職率を用いた先行研究は、介護労働

市場内での移動と、介護労働市場からの退出を区別できてい

ないといえる。大久保(2016)では個人の離職行動を分析して

いる。しかし、この分析においても介護従事者が現在の仕事

をどの程度続けたいかを被説明変数に用いており、介護の仕

事を続けたいのか、介護以外の仕事をしたいのか、つまり介

護労働市場から退出するかどうかを正確に示せていない。 

本稿ではこれら先行研究の問題点を踏まえ、介護労働市場

における就業を継続するかどうかという点に着目しそれらを

決定する要因を明らかにしたい。また、このような視点で人

材確保に有効な取り組みを検証した先行研究は存在しない。

そのため、人材不足を解消するために取り組まれている賃金

などの処遇面での取り組みや、就業継続意向を高めることが

期待され、資質の向上にも寄与すると考えられる研修・教育

制度の取り組みが介護労働市場における就業継続意向に与え

る影響についても分析する。さらに、介護事業所における離

職率の高さといった定着率の低さが問題となっていることを

踏まえ、勤務先での就業を継続するかどうかに関する分析も

                                                      
8 に当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイ

ブ研究センターSSJデータアーカイブから〔「介護労働実態調査，

2015」（介護労働安定センター）〕の個票データの提供を受けまし

た。 

行う。2つの分析を行い、介護労働市場において就業を継続す

るかどうかを決定する要因と事業所での就業を継続するかど

うかを決定する要因について明らかにすることで人材確保、

定着に有効な政策を導く。 

 

Ⅲ 実証分析と使用するデータ 

 

本章では、分析 1｢介護労働継続についての分析｣で、介護労

働市場のなかで就業を継続するかどうかという点に着目しそ

れらを決定する要因を分析する。さらに、介護労働市場から

の退出を防ぐために有効な介護事業所内での労働環境整備、

教育・研修制度に関する取り組みを検証する。また分析 2｢事

業所継続についての分析｣で、勤務先での就業を継続するかど

うかを決定する要因についても検証する。介護従事者個人を

分析対象とし、介護労働市場における就業継続、勤務先での

就業継続に着目した分析を行うことで、人材確保、定着のた

めに有効な政策を導くことを本章の目的とする。 

 

3.1 データ 

 

本稿で用いるデータは介護労働安定センター｢平成 27 年度

介護労働実態調査｣の労働者に関する個票データ8である。｢介

護労働実態調査｣は公益財団法人介護労働安定センターが行

った調査であり、｢事業所における介護労働実態調査｣と｢介護

労働者の就業実態と就業意識調査｣(以下｢労働者調査｣)の 2

種類からなっており、本稿では、｢労働者調査｣を用いる。｢労

働者調査｣は介護分野の事業所で働く人を対象に介護労働者

としての業務や労働条件に関する問題意識を把握し、労働条

件の改善、確保のための基礎資料を得ること｣を目的にしてい

る。｢労働者調査｣は全国の介護保険サービスを実施する事業

所から無作為抽出した 17643 事業所の中で、1 事業所当たり

介護にかかわる労働者 3 人を上限に選出した 52929 人に対し

調査票を配布して 21848人のサンプルが得られている。(有効

回収率 41.3％)この調査は介護従事者の個人属性や勤務する

事業所の特徴に関する項目を利用することができ、2015年か

ら新項目として勤務先に関する希望が追加されており、この

項目を用いることで介護労働市場において就業を継続したい

かどうかを正確に分析することができると考える。 
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3.2 分析の枠組みと推定式 

 

本稿では 2つの分析を行う。分析 1｢介護労働継続について

の分析｣では介護労働市場において就業を継続するかどうか

を決定する要因を明らかにする。分析 2｢事業所継続について

の分析｣では、勤務先での就業を継続するかどうかを決定する

要因を明らかにする。現状で述べたように事業所における定

着率の低さも人手不足の一因であり、事業所からの離職と介

護労働市場からの退出を含む労働者の移動についても分析を

する必要があると考えた。そのため分析 2 で勤務先の事業所

の就業を継続するかどうかを決定する要因を明らかにする。

この 2 つの分析によって介護労働市場からの退出を防ぐため

に有効な取り組みと介護事業所の定着率の向上に有効な取り

組みを明らかにする。 

本分析における被説明変数は分析 1｢介護労働継続について

の分析｣では介護労働市場において就業を継続する意思があ

るかないかの 2値変数、分析 2「事業所継続についての分析」

では勤務先での就業を継続する意思があるかないかの 2 値変

数を用いる。分析 1 と 2 において説明変数は同様のものを用

い、ロジスティック回帰分析を行う。推定式は以下の通り、

各変数の作成方法、概要について以下で説明する。 

 

【推定式】  Y =
1

1+exp (−𝑏0−𝑏1𝑋1−⋯−𝑏16𝑋16)
 

 

3.3 被説明変数 

 

分析 1、2とも｢勤務先に関する希望｣についての質問項目を

用いる。この項目についての回答は｢1：今の勤務先で働き続

けたい｣(57.5%)、｢2：介護関係の別の勤務先で働き続けたい｣

(8.4%)、｢3：介護以外の福祉関係の別の勤務先で働き続けた

い｣(1.9%）、「4：医療関係の別の勤務先で働き続けたい」（2.4%）、

｢5：介護・医療・福祉関係以外の別の勤務先で働きたい」(3.7%）、

｢6：わからない｣(22.6%)、｢7：働きたくない｣(2.4%)の 7つで

ある。 

 

分析 1｢介護労働継続についての分析｣では、介護労働市場に

おいて就業を継続するかどうかを分析する。 

 

表 3 分析 1｢介護労働継続についての分析｣の被説明変数 

分析 1 変数の定義、作成方法 

介護労働市場に 

おいて就業を 

継続するかどうか 

勤務先を問わず介護労働を続ける回

答にあたる回答 1、2を選択した場合

に 1、介護労働以外の労働を希望す

る、または労働自体を希望しない回

答にあたる回答 6を除く回答 3から

7を選択した場合に 0となる 2値変

数を作成した。回答 6の｢わからな

い｣は欠損値として処理した。 

 

分析 2「事業所継続についての分析」では、勤務先での就業を

継続するかどうかを分析する。 

 

表 4 分析の 2「事業所継続についての分析」の被説明変数 

分析 2 変数の定義、作成方法 

勤務先での就業を

継続するかどうか 

現勤務先で就業を続ける回答にあた

る回答 1を 1、それ以外にあたる回

答 6を除く回答 2から 7を 0となる

2値変数を作成した。分析 1同様、

回答 6の「わからない」を欠損値と

して処理した。 

 

3.4 説明変数 

 

説明変数については大久保（2016）で用いられている統制

変数に加え、先行研究で有意性が確認された教育年数も採用

している。さらに、政府が介護人材の確保に向けて重点的に

取り組んでいる、「資質の向上」と「処遇改善」に関する事業

所での取り組みについての効果も検証する。そのため労働環

境の改善に関する事業所の取り組みと教育・研修に関する事

業所の取り組みについての変数も取り入れた。事業所の特徴

を考慮するため法人格、事業所規模についての変数も加えて

いる。 

 

各変数、変数の作成方法については次ページの表 5、6を参

照。
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表 5 介護労働者個人に関する変数 

変数 変数の定義、作成方法 

性別(𝑋1) 女性であれば 1、男性であれば 0となる変数を作成 

年齢(𝑋2) 回答時(平成 27年 10月 1日)の年齢 

雇用形態(𝑋3) 
就業形態について正規職員であれば 1、非正規職員(契約職員、嘱託職員、パートなど)であれば

0となる変数を作成 

教育年数(𝑋4) 
最終学歴に応じて教育年数を設定した。教育年数についてそれぞれ中学校であれば 9年、高等

学校であれば 12年、高専・短大であれば 14年、大学・大学院であれば 16年とした。 

対数賃金(𝑋5) ひと月当たりの賃金を対数値化したもの 

月当たり 

労働時間(𝑋6) 

1週間に働いた労働時間(残業時間を含む)を 4倍する(4週間/1月)ことで算出 

勤続月数(𝑋7) 他の法人も含めた介護労働の経験月数 

経験月数(𝑋8) 勤務先での勤続月数 

婚姻(𝑋9) 結婚していれば 1、結婚していなければ(未婚、離死別)0となる変数を作成 

 

表 6 介護事業所に関する変数 

変数 変数の定義、作成方法 

指導やアドバイスの程度 

(𝑋10) 

 

過去 1 年間の上司や指導担当者、同僚がどの程度指導やアドバイスを行ったかについて、｢よく

してくれた｣を 4、｢まあしてくれた｣を 3、｢あまりしてくれなかった｣を 2、｢全くしてくれなかっ

た｣を 1とする 4段階の変数を作成 

キャリアアップの 

仕組みの整備(𝑋11) 

勤務先の職場で十分に行われていれば 1、そうでなければ 0となる変数を作成 

介護能力の適切な評価

(𝑋12) 

同上 

介護能力に見合った 

仕事の配置(𝑋13) 

同上 

介護能力向上に 

向けた研修(𝑋14) 

同上 

事業所の法人格 

(𝑋15) 

勤務先の事業所の法人格について、民間企業なら 1、その他の法人格なら 0となる変数を作成 

事業所の規模 

(𝑋16) 

事業所の従業員数について、10人未満の事業所を｢小規模事業所｣、10人以上 50人未満の事業所

を｢中規模事業所｣、50人以上の事業所を｢大規模事業所｣と設定し、中規模事業所を基準とするダ

ミー変数を作成 
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基本統計量 

表 7 分析 1「介護労働継続についての分析」 

変数名 観測数 平均 標準偏差 最小 最大 

介護労働市場における就業継続意向 10087 0.864182 0.342613 0 1 

性別 10087 0.775255 0.417435 0 1 

年齢 10087 45.49351 11.44904 15 75 

雇用形態 10087 0.719342 0.449343 0 1 

教育年数 10087 12.99356 1.687885 9 16 

賃金 10087 190923.1 77022.87 1000 900000 

対数賃金 10087 12.05456 0.521537 6.907755 13.71015 

月当たり労働時間 10087 153.3899 41.45104 4 408 

勤続月数 10087 73.48597 63.23603 1 520 

経験月数 10087 105.1265 81.65103 1 687 

婚姻 10087 0.639635 0.48013 0 1 

指導やアドバイスの程度 10087 3.184495 0.851312 1 4 

キャリアップの仕組みの整備 10087 0.224447 0.417239 0 1 

介護能力の適切な評価 10087 0.179835 0.384069 0 1 

介護能力に見合った仕事の配置 10087 0.256469 0.436705 0 1 

介護能力向上に向けた研修 10087 0.359671 0.479928 0 1 

事業所の法人格 10087 0.535343 0.498774 0 1 

小規模事業所 10087 0.357688 0.479343 0 1 

中規模事業所 10087 0.497472 0.500018 0 1 

大規模事業所 10087 0.14484 0.351957 0 1 

 

表 8 分析 2「事業所継続についての分析」 

変数名 観測数 平均 標準偏差 最小 最大 

勤務先の就業継続意向 12209 0.7483 0.434007 0 1 

性別 12209 0.779343 0.414707 0 1 

年齢 12209 45.1032 11.48824 15 75 

雇用形態 12209 0.709149 0.454174 0 1 

教育年数 12209 12.99967 1.686816 9 16 

賃金 12209 188857.7 76300.89 1000 900000 

対数賃金 12209 12.0434 0.52231 6.907755 13.71015 

月当たり労働時間 12209 152.6467 41.73864 4 408 

勤続月数 12209 71.8746 62.34832 1 520 

経験月数 12209 103.7026 80.89181 1 687 

婚姻 12209 0.638054 0.480583 0 1 

指導やアドバイスの程度 12209 3.190351 0.843195 1 4 

キャリアップの仕組みの整備 12209 0.220575 0.414651 0 1 

介護能力の適切な評価 12209 0.173315 0.378535 0 1 

介護能力に見合った仕事の配置 12209 0.248997 0.43245 0 1 

介護能力向上に向けた研修 12209 0.353592 0.478104 0 1 

事業所の法人格 12209 0.522238 0.499526 0 1 

小規模事業所 12209 0.350152 0.477037 0 1 

中規模事業所 12209 0.498649 0.500019 0 1 

大規模事業所 12209 0.1512 0.358258 0 1 
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3.5 分析結果と考察 

 

分析 1、2の結果は表 9、表 10の通りである。分析には stata13を用いた。 

 

表 9 分析 1「介護労働継続についての分析」結果 
 

係数 オッズ比 標準誤差 z P>z 有意性 

性別 0.0980199 1.102985 0.083921 1.29 0.198  

年齢 0.0330462 1.033598 0.003253 10.5 0.000 *** 

雇用形態 0.1543818 1.166936 0.10571 1.7 0.088 * 

教育年数 -0.0314474 0.969042 0.017692 -1.72 0.085 * 

対数賃金 0.2267552 1.254523 0.097117 2.93 0.003 *** 

月当たり労働時間 -0.0063006 0.993719 0.000976 -6.42 0.000 *** 

勤続月数 -0.0001164 0.999884 0.000575 -0.2 0.840  

経験月数 -0.0012466 0.998754 0.000425 -2.93 0.003 *** 

婚姻 0.2804481 1.323723 0.085748 4.33 0.000 *** 

指導やアドバイスの程度 0.6055662 1.832289 0.064182 17.29 0.000 *** 

キャリアップの仕組みの整備 0.1539852 1.166474 0.112842 1.59 0.111  

介護能力の適切な評価 0.2362864 1.266537 0.15529 1.93 0.054 * 

介護能力に見合った仕事の配置 0.5340072 1.705754 0.176801 5.15 0.000 *** 

介護能力向上に向けた研修 0.2386058 1.269478 0.098399 3.08 0.002 *** 

事業所の法人格（民間=1） 0.1828922 1.200685 0.080748 2.72 0.007 *** 

小規模事業所(ref=中規模) -0.1609802 0.851309 0.057465 -2.38 0.017 ** 

大規模事業所 0.0446908 1.045705 0.095965 0.49 0.626  

定数項 -3.250027 0.038773 0.035342 -3.57 0.000 *** 

    疑似決定係数=0.1002 

（***,**,*はそれぞれ 1%,5%,10%水準で有意であることを示す） 
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表 10 分析 2「事業所継続についての分析」結果 
 

係数 オッズ比 標準誤差 z P>z 有意性 

性別 -0.0781616 0.924815 0.054092 -1.34 0.181  

年齢 0.0346171 1.035223 0.002419 14.81 0.000 *** 

雇用形態 0.0968906 1.10174 0.074622 1.43 0.153  

教育年数 0.0009001 1.0009 0.013858 0.07 0.948  

対数賃金 0.3071905 1.3596 0.08042 5.19 0.000 *** 

月当たり労働時間 -0.0075054 0.992523 0.000753 -9.89 0.000 *** 

勤続月数 0.0012512 1.001252 0.000451 2.78 0.005 *** 

経験月数 0.0001562 1.000156 0.000334 0.47 0.640  

婚姻 0.3586618 1.431413 0.069877 7.35 0.000 *** 

指導やアドバイスの程度 0.7825453 2.187032 0.061316 27.91 0.000 *** 

キャリアップの仕組みの整備 0.2374867 1.268058 0.088996 3.38 0.001 *** 

介護能力の適切な評価 0.200698 1.222256 0.107034 2.29 0.022 ** 

介護能力に見合った仕事の配置 0.7289796 2.072964 0.154576 9.78 0.000 *** 

介護能力向上に向けた研修 0.2364115 1.266695 0.071717 4.18 0.000 *** 

事業所の法人格 0.2098887 1.233541 0.061962 4.18 0.000 *** 

小規模事業所（ref＝中規模） 0.0222159 1.022465 0.052381 0.43 0.665  

大規模事業所 0.0212379 1.021465 0.069124 0.31 0.754  

定数項 -6.109592 0.002222 0.001549 -8.76 0.000 *** 

    疑似決定係数=0.1456 

（***,**,*はそれぞれ 1%,5%,10%水準で有意であることを示す）

 

分析 1 の結果を踏まえ大久保(2016)と比較して考察を行う。

介護従事者個人に関する変数については、年齢、雇用形態、

対数賃金、婚姻が介護労働市場における就業の継続意向に対

して有意に正の影響を与えているのに対して、教育年数、月

当たり労働時間、経験月数は有意に負の影響を与えているこ

とが分かった。 

年齢は、大久保(2016)では負に有意な結果となっており、

今回の分析結果とは反対の結果になった。大久保(2016)では

加齢によって｢定年退職や身体の衰え等による就業継続が困

難な要因｣の増加によって年齢が就業継続意向に対して負の

影響を与えたと解釈している。本分析では介護労働市場にお

ける就業継続を分析している点、また年齢の高さは、分野の

異なる労働市場への参入、いわゆる他業界への転職の障壁と

なることが正に有意な結果となった理由と考える。加齢によ

って、他業界への転職というハードルの高いものよりも、現

在の仕事である介護労働を選択することにつながるのだと考

える。 

雇用形態は大久保(2016)では有意な結果が得られていなか

ったが、本分析においては正に有意な結果となった。正規職

員と比べ、非正規職員は就業期間や賃金面で不安定であるこ

とから、安定した労働環境で働く正規職員であることは介護

労働市場での仕事を継続するインセンティブにつながると考

える。 

対数賃金は大久保(2016)においても同様に正に有意な結果

となっている。政府としても賃金面等の処遇改善によって人

材確保を図っており、介護労働者の賃金上昇など処遇改善の

ための政策は人材確保に一定の効果があることが明らかとな

った。しかし、処遇改善のための様々な政策が実施されても

なお人材不足が起きていることから、現行の政策では不十分

であると考える。 

婚姻は大久保(2016)と同様に正に有意な結果となった。こ

の結果については大久保(2016)で指摘されている｢婚姻者の

セレクションバイアスと婚姻者の異質性｣がその理由として

考えられる。婚姻者のセレクションバイアスとは、サンプル

内の婚姻者は就業継続意向の高いものが多く存在し、結婚後

に就業継続意向の低いものはサンプル内で観測されないとい

うものである。婚姻者の異質性とは結婚後、就業を継続して

いる人は自らが生計を維持するために労働をしているという

ものである。 

教育年数については大久保(2016)と同様に負に有意な結果

となった。教育年数の長さは人的資本の 1 つの指標であり、

教育年数の高さは介護という労働市場を退出し、他の労働市

場への参入を促すと考えられる。賃金の低さや、身体的負荷

の大きさが指摘される介護労働ではなく、他の好条件の仕事

を選択する意向が高まるのだろう。 

月当たり労働時間については負に有意な結果となったが、

大久保(2016)ではその有意性は確認できていなかった。労働

時間が長いことによる身体的負担の増加、不満等の心理的負

担の増加が原因と考えられる。注目すべきは労働時間が長い
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と、勤務先から別の介護事業所への転職ではなく、介護労働

市場からの退出を促すという結果が得られたことである。介

護事業所の人手不足が深刻化しており、他の介護事業所に移

ったとしても人手不足等による労働時間の長さが解消できす、

介護以外の仕事をしたいと考える介護従事者がいると推測で

きる。 

経験月数は負に有意な結果となり、大久保(2016)とは反対

の結果となった。介護労働の経験を多く積むことは知識や専

門性を身につけることにつながり、介護労働市場における就

業を継続するインセンティブを高めると考えられ、正に有意

な結果となると予想できる。本分析で負に有意になった要因

としては、介護従事者の賃金カーブがフラットであることか

らわかるように、介護労働を続けキャリアを積んだとしても

賃金面などでキャリアを評価してもらえる仕組みが整ってお

らず、介護労働を続ける意欲が低下することが考えられる。

このことからも賃金面での介護従事者の処遇改善が必要であ

るといえる。 

 事業所に関する変数として、指導・アドバイスの程度、介

護能力に見合った仕事の配置、介護能力向上に向けた研修、

事業所の法人格が介護労働市場における就業の継続意向に対

して有意に正の影響を与えているのに対して、事業所規模の

ダミー変数に関しては小規模事業所が有意に負の影響を与え

ている結果となった。 

指導・アドバイスの程度については、上司や指導担当者、

同僚から仕事についてのより多くのサポートがあることで、

人間関係を築きやすくなること、また仕事のやりがいにつな

がることにつながると考えられる。上司以外の相談先・窓口

については直接上司に話したり、相談したりしづらい仕事の

悩みや不満について話すことができる場所があり、不満感を

軽減できる、労働環境を改善することにつながると考えられ

る。 

介護能力に見合った仕事の配置については、介護能力に近

い仕事に配置されることで、身体的、精神的な負担が軽減す

ると考えられる。しかし各介護従事者に対して、上司や人事

が介護能力を適切に見極め、仕事を配置することは各労働者

の能力や、熟練度に差があることから非常に難しいと考える。 

介護能力向上に向けた研修については、充実した研修制度

があることで、介護従事者自身のスキル向上やスキル向上に

よるやりがいの高まりにつながると考える。研修等の人材育

成の効果については大和(2014)でも指摘されており、研修制

度の充実や内容の改善は取り組む必要があるといえる。 

分析 2 については分析 1 と比較して考察する。分析 1 で有

意性がみられた雇用形態、教育年数は分析 2 では有意性がみ

られなかった。分析 1 で有意性がみられなかった勤続月数、

キャリアアップの仕組みが勤務先での就業継続意向に対して

正に有意な結果となった。そのほかの有意性がみられた変数

については一部に有意水準に差異があったが大きな違いは見

られなかった。 

勤続月数が正に有意な結果となった。勤続年数が短い者の

事業所の離職率が高いという現状と一致している。勤続月数

が長くなると、全く新しい職場を探したり、働いたりする上

での負担やコストが大きく同じ職場にいつづけたいと介護従

事者が考えると推測する。 

キャリアアップの仕組みの整備が介護労働市場における就

業継続意向に対しては有意性がみられなかった一方で、勤務

先における就業継続意向に対して正に有意な結果となったこ

とについて考察する。キャリアップを望んでいる介護従事者

は転職を考えている場合、介護労働市場からの退出ではなく、

介護のキャリアを活かすことのできる介護労働市場内におけ

る移動をすると考えられる。そのため介護従事者はキャリア

アップの仕組みが整った事業所で働きたいと考え、キャリア

アップの仕組みの整備状況は事業所選択の重要な要因である

と考えられる。分析 2 では勤務先での就業継続意向を被説明

変数にしており、事業所選択についての分析となっているた

め有意性がみられたと推測できる。 

 

Ⅳ 政策提言 

 

超高齢社会突入に伴い介護労働者不足が深刻化する中で介

護人材確保は喫緊の課題であり現在でも様々な政策が打ち出

されている。しかしながら介護人材の確保は実現できている

とは言えず、介護人材確保に向けたさらなる取り組みが必要

である。そのため本稿では分析結果を踏まえた上で、賃金面

へのアプローチとして①混合介護の同時一体的提供解禁及び

同時一体的提供を可能とする仕組み、また、賃金・労働環境

面へのアプローチとして②キャリア段位制度の変革の二つを

提言する。この二つの提言を通じて処遇、労働環境の改善を

図ることで介護人材のさらなる確保の実現を目指す。 

 

4.1 政策提言①の概要 

 

分析結果より、賃金は介護労働市場における就業継続意向、

勤務先の就業継続意向に対してともに正に有意な結果となっ

た。現在、介護における需給ギャップの拡大に対して、政府

は 3 つの側面から介護従事者の総合的な確保方策を実施して

いる。具体的な中身としては、参入促進、労働環境・処遇の改

善、資質の向上である。分析結果を踏まえ、本提言では政府

の取り組みの中でも労働環境・処遇の改善に着目し、特に介

護従事者の賃金面における改善を提言する。具体的には現在

行われている混合介護の提供体制の変革を行う。混合介護と

は介護保険サービスと保険外サービスの両サービスを提供す

ることを指す。現在政府は混合介護のあり方について連続的

な混合介護のみを認めている。そこで、本稿では｢混合介護の
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同時一体的提供｣及び｢同時一体的提供を可能とする仕組み｣

を提言する。具体的には、段階的な介護保険外サービス提供

可能範囲の拡大・保険外サービス提供時間の上限設定・第三

者評価の受審義務化による介護保険サービスの質の担保であ

る。これらを実施することで現行の政策に加えて介護保険外

サービスの提供をより容易にし、そこから得られる収入を活

用することで介護従事者の賃金上昇を図る。  

 

4.1.1 混合介護の同時一体的提供解禁 

現状分析で述べた通り介護職員処遇改善加算の算定率は

91.2％と、多くの事業所が処遇改善加算を算定している。し

かしながら、介護労働安定センター｢平成 29 年度介護労働実

態調査｣によると、運営上の課題として｢良質な人材の確保が

難しい｣｢現在の介護報酬では人材確保・定着のために十分な

賃金を払えない｣と答えた事業所はそれぞれ 55.2％、48.9％

であった。このことから現在の介護報酬だけでは十分に人材

を確保できていないことが読み取れるため、介護職員の処遇

改善には介護報酬以外に新たに別の財源を確保することが必

要であると考える。しかしながら、高齢化が加速する中で社

会保障費の増大は大きな問題であり社会保障費からの財源確

保は財政上の問題から困難であるという実情がある。そこで

この新たな財源確保の担い手として期待されているのが介護

保険外サービスである。  

 介護保険外サービスとは、利用者と事業所が直接契約する

ものであり、介護保険適用サービスと比較して法律の規制も

なく介護保険制度の枠にとらわれず提供できるためサービス

のバリエーションも豊かである。そのため多様化しているサ

ービスのニーズに対応することができる。さらに、介護保険

外サービス提供により得た収入は事業所が自由に使うことが

できるため、職員の処遇改善を行うための新たな資金源とも

なりうる。しかしながら、介護労働安定センター｢平成 29 年

度介護労働実態調査｣によると現在介護保険外サービスを実

施している事業所は約 55％と全体の半数にとどまっている。

この一因として考えられるのが、現行の混合介護の提供形態

である。  

 

【現行の混合介護とその課題】 

 2016 年 9 月の公正取引委員会の｢介護分野に関する調査報

告書｣によると、多くの市町村は混合介護の提供体制について、

｢同時一体的｣な提供は認めないが｢連続｣ならば提供可能とし

ている。しかし、この｢同時一体的｣という定義は不明確で各

市町村にその基準の判断が委ねられているため、運用が曖昧

となり介護事業所・利用者双方に支障をきたしている。混合

介護を連続的に行う方法には二種類あり、一つは介護保険サ

ービスの提供後に介護保険外サービスを提供する方法である。

そしてもう一つは介護保険サービスを一時中断してその合間

に介護保険外サービスの提供を行う方法である。そのため連

続的な混合介護は、人材に余裕のある事業所は混合介護を行

うことができるが、人材不足に悩む事業所ではその提供自体

が困難である。 

 

 これらの課題を克服し全ての事業所が混合介護の実施を可

能とするべく、混合介護の同時一体的提供解禁を提言する。

同時一体的な混合介護では、介護保険サービスを実施してい

る最中に同時に介護保険外サービスを提供できるため、従来

型の混合介護に比べ効率的にサービスを提供できる。そのた

めサービスの種類によっては同じ労働時間で事業所に入る収

入を増やすことができ、人材不足に悩む事業所でも収入増加

の機会を得ることができる。さらに、同時一体的な混合介護

の導入は利用者家族の家事負担の軽減にもつながり政府が問

題視する介護離職問題解決の一助となると考えられる。 

 

4.1.2 混合介護の同時一体的提供を可能とする仕組み 

現在、厚生労働省は同時一体的に行う混合介護を認めてい

ない。その理由としては｢自立支援や重度化防止が阻害される

恐れがある・介護保険サービスの適正な提供に支障をきたす｣

などを挙げている。さらに実際に混合介護を行う際に事業所

が抱える課題も存在している。具体的には｢人手不足に悩む事

業所では介護保険外サービスを行う余裕がない｣｢利用者被害

が起きるおそれがある｣｢利用者が適切にサービスを選択でき

ないおそれがある｣などといったことが想定される。そのため

本項ではこれらの問題を踏まえた上で混合介護の同時一体的

な提供を可能にする仕組みを提言する。 具体的には⑴段階的

な介護保険外サービス提供可能範囲の拡大及び介護保険外サ

ービス提供時間上限設定、⑵ 第三者評価の受審の義務化によ

る介護保険サービスの質の担保である。 

 

(1)段階的な介護保険外サービス提供可能範囲の拡大及び介

護保険外サービス提供時間の上限設定 

 まず、混合介護の同時一体的提供実施にあたり｢人手不足に

悩む事業所では介護保険外サービスを行う余裕がない｣とい

う懸念がある。また分析結果からは、労働時間が就業継続意

向に対して負に有意となったため労働時間の大幅な増加は望

ましくないと考えられる。そのため介護保険外サービス提供

による労働時間の大幅な増加を考慮し、全てのサービスにお

いて一度に同時一体的提供を可能とするのではなく、提供可

能なサービス種を段階的に拡大していくこととする。また、

日本総合研究所の作成する｢生活支援サービス実態調査報告

書｣では、多くの保険外サービスの中でニーズが高いとされる

のは｢掃除サービス｣であるということが、明らかにされてい

る。そのため提供可能なサービス種類の選定についてはこう

したニーズの高いものから段階的に導入していくこととする。

具体的な手法としては、大規模なアンケート調査を実施する。

この実施主体はサービス種のニーズが地域ごとに異なること

を踏まえ、各市区町村とする。加えて、月毎に介護保険外サ
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ービス提供可能時間に上限を設けることで大幅な労働時間の

増加を防止する。  

 

(2)第三者評価の受審の義務化による介護保険サービスの質

の担保 

 また｢利用者被害が起きるおそれがある｣｢利用者が適切に

サービスを選択できないおそれがある｣という懸念から、介護

サービスの質が低下し利用者被害が発生することを防ぐため

に第三者評価の活用を提言する。この第三者評価とは、サー

ビスの質の向上と利用者の適切なサービス選定を可能にする

という趣旨を目的に創設されたものである。この制度の運用

主体は各都道府県にある都道府県推進組織により認証を受け

た認証評価機関である。しかし現在、介護事業所の｢第三者評

価｣の受審は努力義務にとどまっている。また都道府県別に受

審数累計をみると、1 位の東京都では 26873 件であるのに対

し、最下位の奈良県では 28件といったように都道府県ごとに

かなり偏りがあり受審が全国的に浸透しているとは言い難い。

また、高齢者が介護事業者を選択する際には約 73.3％が｢ケ

アマネージャーからの説明｣により情報を入手しており、第三

者評価の結果を参照した高齢者はわずか 8.8%にすぎないとい

う現状がある。さらにこの制度の存在自体を知らないと回答

した高齢者は全体の約 70%にも及んだ。しかしながら混合介

護の同時一体提供が行われ介護サービスが多様化する中でそ

の質の担保は事業所・利用者双方にとって不可欠である。そ

こで介護事業所に第三者評価の受審を義務化し、さらに利用

者が第三者評価の結果を利用した上でサービス選択が可能と

なるようケアマネージャーに評価結果を利用者に対して提示

することを義務化する。これにより保険サービスと保険外サ

ービス双方の質を担保するとともに利用者被害の防止にも努

めるものとする。このようにして同時一体提供が可能な仕組

みを整備することで職員の勤労意欲の向上と事業所の収益増

加による賃金の上昇の双方が図られると考える。  

 

4.2 政策提言②の概要 

 

分析結果より、｢介護能力の向上に向けた研修｣及び｢指導や

アドバイスの程度｣が介護労働市場における就業継続意向、勤

務先の就業継続意向に対してともに正に有意な結果となった。

さらに現在、政府は介護人材の不足を受けその確保とともに

資質の向上を図っている。そのため本項では人材育成に着目

して、OJT(On the Job Training)のツールの 1つであるキャ

リア段位制度の変革を提言する。具体的には｢アセッサー確保

を介護職員遇改善加算の要件の 1 つとする ｣｢キャリア段位

制度のレベルと賃金を連動させる｣｢キャリア段位制度におい

て Level4 になる条件にアセッサーになることを追加する｣で

ある 。この提言によって、労働環境を整備し人材確保を図る

とともに、介護従事者の資質向上が実現できると考える。 

 

4.2.1 OJTとキャリア段位制度 

【OJTについて】  

 OJTとは、厚生労働省｢能力開発基本調査｣では｢日々の業務

に就きながら行われる教育訓練のこと｣と定義されている。現

場で実際に仕事を進めながら上司や先輩社員が新入社員や部

下の指導を、PDCAサイクルに基づき計画的・体系的に行う教

育制度である。PDCAサイクルとは Plan(計画)-Do(計画に基づ

いた業務内での研修 )-Check(身についた能力の確認 )-

Action(課題解決及び目標設定)という順序を繰り返すことで

ある。そのためこのサイクルにより新入社員や部下は指導者

から実践的なスキルを学ぶことができる。例えば介護の場合、

食事の介護をする際に、上司などが自身の経験を踏まえて栄

養の管理や補助の研修を業務内で行うことができる。OJT は

同事業所内で日々の業務の中で研修、育成を行うため、分析

で正に有意になった｢介護能力に見合った仕事の配置｣も容易

になると考えられる。また、OJT と対比されるものに OFF-JT

がある。OFF-JTでは日常業務を離れ、担当部署や外部機関が

作成したプログラムを受講することで、必要な知識やスキル

を学ぶことができる。例えば食事の介護をする際に当たって

業務を離れて講習会などで栄養の管理や補助の仕方を学ぶこ

とができる。介護の業務には、同じ業務であっても被介護者

によって対応の形が変わるなど、可変的・個別的な要素が多

く、介護従事者の臨機応変さ及び実践力が求められる。その

ため知識だけを学ぶ OFF-JTではなく、知識とともに実践的な

スキルを学べる OJTが重要であると考えられる。  

 しかし、OJTは現在多くの事業所で行われているものの、そ

の取り組み方法は事業所によって異なっており全国で統一さ

れているわけではない。また 2016年度に実施された、一般社

団法人シルバーサービス振興会｢介護職員への OJT を通じた

人材育成の取組実態調査｣からは、入社 2〜3 年目の職員に対

して OJT を実施している事業所の数は入社 1 年目の職員に対

して OJT を実施している事業所の数よりも減少しており、指

導者の選定状況も同様に減少していることが読み取れる。(表

11 参照)この原因としては、先で述べた通り介護業務には可

変的・個別的な要素が多いこと、介護従事者も経験により介

護に対する知識や技術にばらつきが出て指導が困難になるこ

と等があると考えられる。 

 

表 11 実施率及び指導者の選定の有無 

OJT 実施率 指導者の選定 

入社 1年目の職員に対して 88.9% 76.1% 

入社 2～3年目の職員に対して 67.2% 51.4% 

出典：一般社団法人シルバーサービス振興会｢介護職員への

OJTを通じた人材育成の取組実態調査｣より筆者作成 
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【キャリア段位制度について】 

 キャリア段位制度とは、2012年度より内閣府(2014年度か

らは厚生労働省)によって進められている OJTの実施ツール

の 1つである。この制度は全国共通の基準を作成し、これに

基づき人材育成を行うことを目的に作られたものである。ま

た、この制度では講習を受講し資格を得たアセッサーと呼ば

れる評価者が日々の業務を通して知識面のみならず、既存の

資格制度では不足していた実践的スキルの両面からの評価を

行う。そのため介護従事者はレベル認定を受けることを通し

て段階的なキャリアアップを目指すことが可能となる。現状

分析で介護処遇改善加算によって介護従事者の処遇改善が図

られていることを述べた。キャリア段位制度の実施は介護職

員処遇改善加算におけるキャリアパス要件を満たすこととな

り、加算を受けることができる。その上この制度を活用し新

たな評価・処遇制度を導入または実施した場合、もしくはそ

れにより従業員の離職率を低下させた場合、それぞれに対し

て助成金が給付される。そのため、キャリア段位制度活用に

より介護従事者の資質の向上とともに処遇改善、キャリアア

ップを図ることができる。 

 以上のことから本稿では、処遇改善及び労働環境整備の双

方に効果的な研修が可能となるキャリア段位制度を用いた

OJT実施を促進する。促進するにあたりいくつかの課題が存

在するため、キャリア段位制度の変革を提言する。キャリア

段位制度の実施促進にあたり｢キャリア段位制度が全国規模

では浸透していない｣｢アセッサー確保が困難である｣という

二つの課題が存在する。現在、アセッサー・レベル認定者・

認定見込み者・過去の挑戦者を含め 2017 年度時点で約 4万

人がキャリア段位制度に取り組んでいる。しかしながら同年

度時点では介護従事者の数が 180万人を超えていることか

ら、全国に十分に浸透しているとは言い難い。この原因とし

ては、アセッサーとしての認定を受けたとしても、事業所の

理解が得られずに評価が進まない、そもそもアセッサーが不

足している等が挙げられる。 

 

4.2.2 キャリア段位制度の変革 

 上記の課題を解決すべく、キャリア段位制度の変革を提言

する。変革の概要は以下の 3つである。  

(1)キャリア段位制度のレベルと賃金を連動させる  

(2)介護処遇改善加算ⅠAの設置 

(3)キャリア段位制度において Level4 になる条件にアセッサ

ーになることを追加する 

以下では上記 3つの変革内容について説明する。 

 

(1)キャリア段位制度のレベルと賃金を連動させる 

 分析から、賃金は介護労働の継続や勤務先の就業継続に対

し正に有意であることが明らかになった。また、介護従事者

の賃金カーブがフラットであり、低賃金であることも問題と

なっている。そのため、キャリア段位制度のレベルと賃金を

連動させ、キャリアや能力に応じて賃金を上昇させる仕組み

にする。これにより介護従事者にキャリアアップに対するイ

ンセンティブを与えることができると考える。 

 

(2)介護処遇改善加算ⅠAの設置 

介護職員処遇改善加算にはⅠ～Ⅴの 5種類の加算と 4つの

算定要件があり、算定要件の充足数に応じて加算の種類が決

定する仕組みとなっている。現在、介護職員処遇改善加算の

算定要件であるキャリアパス要件 2 にはキャリア段位制度の

実施が含まれている。変革(1)により、キャリア段位制度では

キャリアに応じた昇給が可能となる。この制度を実施するに

あたり、その実効性を図るにはアセッサーの確保が必要とな

る。そのため、本提言では新しく介護職員処遇改善加算Ⅰと

並列するものとしてⅠAを設置することとする。ⅠAの算定要

件は加算Ⅰと同様にキャリアパス要件 1、2の要件を満たすこ

とに加え、キャリアパス要件 3 ではなく｢アセッサーの確保｣

を要件とする。キャリアパス要件 3 では、介護職員の経験や

資格に応じて昇給する仕組みが取られていることが要件にな

っている。そのため、介護処遇改善加算ⅠAは介護処遇改善加

算Ⅰに匹敵するものであり、キャリア段位制度を促進するイ

ンセンティブになるとともに、実効性を確保できると考える。 

 

(3)キャリア段位制度において Level4 になる条件にアセッサ

ーになることを追加する  

 現在、アセッサーになるためにはいくつかの条件が存在す

る。その中に｢キャリア段位制度において Level4 以上を保有

する者はアセッサーになる資格を得ることができる｣という

条件がある。この条件を、｢Level4である者はアセッサーにな

らなくてはいけない｣という条件に変更する。多くの介護従事

者はキャリアアップを望むと想定され、介護従事者のキャリ

アアップによってアセッサーが増加することが期待される。

さらに(1)(2)よってアセッサーになるインセンティブは事業

所側、介護従事者側の双方にあると考える。 
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おわりに 

 

本稿では 2025年に超高齢社会に突入するにあたり、介護人

材の需給ギャップが深刻化していることに着目した。また介

護従事者の賃金など処遇面の改善が重要であり、現行の政策

だけでは十分に介護人材が確保できていない現状が明らかに

なった。こうした点を踏まえ、介護労働を継続する人の特徴

を明らかにし、人材確保に対して有効な取り組みを検証すべ

く実証分析を行った。分析結果によって、介護従事者の定着

には、賃金・労働環境の整備が有効であることが確認された。

以上のことから、｢混合介護の同時一体的提供の解禁及び同時

一体的提供を可能とする仕組み｣、｢キャリア段位制度の変革｣

を提言することにより処遇、労働環境の双方の改善を図るこ

とで介護人材のさらなる確保の実現を目指す。  

 しかし、本稿には課題も残されている。まず、本来ならば

介護従事者の処遇改善及び労働環境整備に対する個々の事業

所の取り組みについて、具体的な取り組みの有無など客観的

な変数を用いるべきであった。しかしながらデータの制約上、

本稿では介護従事者自身が事業所の取り組みについて充実し

ているかどうかを主観的に評価したものを用いて分析を行っ

た。また、介護事業所は事業所ごとにかなり多様な性質や特

徴を備えているが、データの制約上、分析において事業所の

特徴を完全にコントロールできていない可能性がある。加え

て、介護人材確保のためには新規参入者を増やすことも重要

であるが、同制約上、新規参入の促進に対して有効な取り組

みを明らかにすることができなかった。さらに提言において

は、介護保険外サービスによる収入によりどの程度の賃金改

善が達成されるのか政策のインパクトと実現可能性について

言及できていない。そのために、今後混合介護の同時一体的

提供が可能になった場合の費用対効果の検証が必要になるだ

ろう。  

 最後に、本稿における提言により介護従事者の処遇改善、

労働環境の環境整備が推進され、介護従事者の定着・新規参

入促進の一助となることを期待して、本稿を締めくくる。 
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亀田啓悟（関西学院大学総合政策学部 総合政策学科教授） 

川浦明彦（同志社大学政策学部総合政策科学研究科教授） 

衣笠智子（神戸大学経済学部経済学科教授） 

古城隆雄（東海大学健康学部健康マネジメント学科准教授） 

鴻上圭太（大阪健康福祉短期大学介護福祉学科准教授） 

阪本哲也（大阪府政策企画部企画室政策課参事） 

菅原宏太（京都産業大学経済学部教授） 

瀧澤仁唱（桃山学院大学法学部法律学科教授）     

竹本享 （帝塚山大学経済経営学部経済経営学科教授） 

田中好輝（環境農林水産部農政室整備課課長補佐）    

玉城則郎（大阪府政策企画部企画室計画課課長補佐）     

中村周史（中央大学総合政策学部准教授） 

野村浩二（慶応義塾大学産業研究所教授） 

原田和明（社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会室長） 

藤澤美恵子（金沢大学人間社会研究域経済学経営学系教授） 

馬込武志（湊川短期大学人間生活学科生活福祉専攻教授） 

三好博昭（同志社大学政策学部総合政策科学研究科教授） 

吉田真治（大阪府政策企画部サミット協力監） 

吉田初恵（関西福祉科学大学社会福祉学部社会福祉学科教授）  
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